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はじめに 

 

給油取扱所内に天然ガス自動車の天然ガス充てん設備を設置する場合、ガソリン流出事

故が発生した際の火災安全の観点から、消防法令の規定により、天然ガスディスペンサー

は給油取扱所の給油空地外に設置することとされています。 
 一方、規制改革会議において、天然ガス充てんのための停車スペースと給油のための停

車スペースの共用化が国際先端テストの議題として取り上げられ、平成 25 年６月 14 日に、

「消防庁は、天然ガス自動車の普及拡大を図るべく、ドイツ等諸外国の事例を踏まえ、天

然ガス充てん設備を併設した給油取扱所において、天然ガス充てんのための停車スペース

と給油のための停車スペースを共用化するための方策につき、経済産業省及び事業者を含

めた検討会において検討し結論を得る。」ことが閣議決定されました。 
停車スペースを共用化する場合、天然ガス自動車の下部にガソリンが流れ込んで火災を

起こす可能性があります。天然ガス自動車の高圧ガス容器が強烈なガソリン火炎で炙られ

れば、高圧ガス容器の安全弁からの急激な火炎の噴出や高圧ガス容器の破裂により、国民

や消防隊員の生命等を損なう危険性があります。 

このような状況を踏まえ、天然ガス充てんのための停車スペースと給油のための停車ス

ペースを共用化するために必要な安全対策のあり方について、国内の事故統計、想定され

る事故シナリオ、試験やシミュレーションによる検証等に基づき検討を行い、その結果を

取りまとめました。 
 

 本報告書をまとめるにあたり、御多忙中にもかかわらず検討に積極的に参加され、貴重

な意見をくださった各委員に厚くお礼申し上げます。 

 

平成 27年 12月 

 

 天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策のあり方に関

する検討会 

 

座長 林 光一  
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第１章 検討の概要 

 

1.1 検討の目的 

給油取扱所内に天然ガス自動車の天然ガス充てん設備を設置する場合、ガソリン流出事故が発生

した際の火災安全の観点から、消防法令の規定により、天然ガスディスペンサーは給油取扱所の給

油空地外に設置することとされている。 

一方、規制改革会議において、天然ガス充てんのための停車スペースと給油のための停車スペー

スの共用化が国際先端テストの議題として取り上げられ、ドイツ等諸外国の事例を踏まえ、天然ガ

ス充てん設備を併設した給油取扱所において、天然ガス充てんのための停車スペースと給油のため

の停車スペースを共用化するための方策につき、経済産業省及び事業者を含めた検討会において検

討し、結論を得ることが閣議決定された。 

これを受け、天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化するために必要な安全対

策のあり方について検討を行った。 

 

1.2 検討項目 

（１）天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る火災危険性に関する事項 

（２）天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策のあり方に関する事

項 

 

1.3 検討体制 

「天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策のあり方に関する検討

会」を発足して検討を行った。検討会の委員等は表１のとおり。 
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表１ 天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策の 

あり方に関する検討会の委員等 

 （敬称略） 

座 長 林  光 一 青山学院大学 理工学部 教授 

（以下、五十音順） 

委 員 宇佐美  三郎 全国石油商業組合連合会 理事 

委 員 太 田  剛 行 一般社団法人日本自動車工業会 安全部会 防火分科会委員 

委 員 大 谷  英 雄 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 

委 員 小笠原  雄二 

(山 口  克 己)※ 
東京消防庁 予防部 危険物課長 

委 員 河 合  靖 

(堀   信 之)※ 
大阪市消防局 予防部 規制課長 

委 員 桜 井  輝 浩 

(平 瀬  裕 介)※ 
一般社団法人日本ガス協会 天然ガス自動車室長 

委 員 清 水  秀 樹 石油連盟 給油所技術専門委員会委員長 

委 員 高 橋  俊 勝 川崎市消防局 予防部 危険物課長 

委 員 塚 目  孝 裕 消防研究センター 技術研究部特殊災害研究室長   

委 員 鶴 田  俊 秋田県立大学システム科学技術学部  

機械知能システム学科 教授 

委 員 長 沼  充 祥 

(松 本  一 哉)※ 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 部長代理 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部長 

委 員 原   裕 一 一般社団法人日本自動車工業会 排ガス・燃費部会  

代替燃料分科会 ＮＧＶ－ＷＧ委員 

委 員 三 石  洋 之 一般財団法人日本自動車研究所 ＦＣ・ＥＶ研究部次長 

委 員 栁 下  朋 広 

(松 崎  敏 志)※ 
日本ガソリン計量機工業会 事務局幹事 

委 員 和 田  正 彦 

(川 田    等)※ 
 危険物保安技術協会 企画部長 

 ※(  )は第１回～第４回まで 

 

オブザーバー 遠 藤  秀 雄 経済産業省 商務流通保安グループ  

高圧ガス保安室 室長補佐 
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平成 25年度（第１回・第２回） 

事 務 局 鈴 木  康 幸   消防庁危険物保安室長 

三 浦  宏   消防庁危険物保安室 課長補佐 

中 嶋  仁 美  消防庁危険物保安室 危険物施設係長 

各 務  博 伸   消防庁危険物保安室 危険物施設係  事務官 

森  真 彦   消防庁危険物保安室 危険物施設係  事務官 

 

平成 26年度（第３回・第４回） 

事 務 局 鈴 木  康 幸   消防庁危険物保安室長 

鳥 枝  浩 彰   消防庁危険物保安室 課長補佐 

中 嶋  仁 美  消防庁危険物保安室 危険物施設係長 

各 務  博 伸   消防庁危険物保安室 危険物施設係  事務官 

貫 井  信 行   消防庁危険物保安室 危険物施設係  事務官 

 

平成 27年度（第５回・第６回） 

事 務 局 白 石  暢 彦   消防庁危険物保安室長 

鈴 木  健 志   消防庁危険物保安室 課長補佐 

金 子   洋  消防庁危険物保安室 危険物施設係長 

河 本  崇 希   消防庁危険物保安室 危険物施設係  事務官 

横 山  達 也   消防庁危険物保安室 危険物施設係  事務官 

 

1.4 検討会の開催状況 

第 1回 平成 25 年 08月 29日 

第 2回 平成 26 年 03月 19日 

 第 3回 平成 26年 07月 25日 

第 4回 平成 27 年 01月 30日 

第 5回 平成 27 年 08月 06日 

 第 6回 平成 27年 11月 27日 
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第２章 天然ガススタンド併設給油取扱所に係る技術基準の現状 

 

2.1 過去の検討経緯 

 

 ○平成５年度～６年度 

 「天然ガス自動車用燃料供給施設を給油取扱所に併設等する場合の安全性に関する調査検

討会」において、天然ガススタンド（天然ガスを内燃機関の燃料とする自動車に当該ガスを

充てんするための設備）を給油取扱所に併設又は隣接した場合の安全上の問題点とその対策

等について取りまとめられている。 

 

○平成７年 

 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成７年政令第 15 号）及び危険物の

規制に関する規則の一部を改正する省令（平成７年自治省令第２号）により、天然ガス自動

車等に燃料を充てんする設備を設ける給油取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準

が新設され、平成７年４月に施行されている。 

 

○平成１５年度 

 「燃料電池自動車水素スタンドを給油取扱所に併設する場合の安全性に関する調査検討会」

において、一般の給油取扱所に天然ガススタンドを併設する場合の法体系について取りまと

められている。 

 

2.2 天然ガススタンド併設給油取扱所の技術基準の体系 

消防法の適用を受ける一般の給油取扱所に高圧ガス保安法の適用を受ける天然ガススタン

ドを併設する場合、消防法令に規定される技術基準の体系イメージは図１のとおりである。一

般の給油取扱所の技術基準から一部の規定を除外したものに、天然ガススタンド等併設のため

の基準の特例を付加するほか、天然ガススタンド部分については、当該設備に係る法令（高圧

ガス保安法）の規定に適合することとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 天然ガススタンド併設給油取扱所の技術基準の体系イメージ 
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2.3 天然ガススタンド併設給油取扱所に付加される技術基準 

 

（１）天然ガス充てん設備を屋外給油取扱所に設置する場合 

 ア 天然ガス充てん設備設置給油取扱所に適用されない給油取扱所の基準 
① 給油取扱所に設けることができる建築物の用途と構造に係る規定 
② 付随設備（自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃

料油調合器（以下「自動車等の洗浄を行う設備等」という。））に係る規定 
 イ 天然ガススタンド併設のための特例基準 

① 天然ガス充てん設備設置給油取扱所に設けることができる建築物の用途と構造に係

る規定 
② 天然ガス充てん設備設置給油取扱所の業務を行うために必要な設備（自動車等の洗

浄を行う設備等、圧縮天然ガススタンド、液化石油ガススタンド、防火設備）に係る

規定 
③ 防火設備から放出された水が、給油空地、注油空地、ポンプ室等及びタンクの注入

口付近に達することを防止するための措置 
④ 簡易タンク又は専用タンクの注入口から漏れた危険物が、圧縮機等に達することを

防止するための措置 
⑤ 固定給油設備等の自動車等の衝突防止措置 
⑥ 簡易タンクへの延焼防止措置 
 

（２）天然ガス充てん設備を屋内給油取扱所に設置する場合 

 ア 天然ガス充てん設備設置給油取扱所に適用されない給油取扱所の基準  
① 給油取扱所に設けることができる建築物の用途と構造に係る規定 
② 付随設備（自動車等の洗浄を行う設備等）に係る規定 
③ 建築物の窓及び出入口に係る規定 
④ 一面開放の屋内給油取扱所を設けることができる規定 

 イ 天然ガススタンド併設のための特例基準 
  前記（１）イの例によるほか、次に示す基準が定められている。 

① 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設ける

こと。 
② 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければ

ならないこと。 

 

給油空地

間口１０ｍ以上公道

奥
行
き
６
ｍ
以
上

図２ 天然ガススタンド併設給油取扱所のモデル図 
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2.4 天然ガススタンド併設給油取扱所の技術基準策定時における安全対策の考え方 

 

 平成５年度～６年度に実施した検討において、想定される災害と危険回避策等について分

析されている。 

 この中で、災害により被害を受けて発生する二次的危険の場所及び設備については、天然

ガススタンド部分は高圧ガス保安法令により、給油取扱所部分は消防法令により規制を受け、

それぞれの体系の中で、位置、構造、設備等の安全対策が講じられていることから、①天然

ガススタンドで災害が発生した場合に給油取扱所が被害を受けて二次的危険が発生するケ

ース、②給油取扱所で災害が発生した場合に天然ガススタンド部分が被害を受けて二次的危

険が発生するケースについて災害要因と危険性の抽出・検討が行われている。 

これらの分析結果を踏まえ、併設時の危険要因が増加しないよう、相互に影響を与えない

ことを基本として安全対策が策定されている。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

給油取扱所 

危険要因 

安全対策 

（消防法令） 

給油 

取扱所 
圧縮天然ガス 

充てん設備 

併設による危険

要因（の増加） 

天然ガススタンド 

危険要因 

安全対策 

（高圧ガス 

保安法令） 

併設の安全対策 

 

 

 

（消防法令に追加） 

安全対策 

（消防法令） 

引用 

比較 比較 

給油取扱所、天然ガススタンドの安全対策を前提に、併設時の危険要因・安全対策を策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  給油取扱所の安全性の確保を図るため、以下の考え方に基づき安全対策を策定。 

①固定給油設備等でのガソリン等の火災が圧縮天然ガス充てん設備へ影響を与えないこと 

②圧縮天然ガス充てん設備での火災が固定給油設備等へ影響を与えないこと 

 

給油取扱所 

固定給油設備等 

（ガソリン等の危険物） 

圧縮天然ガス 

充てん設備 

相互に影響を

与えないこと 

図３ 天然ガス設備設置給油取扱所の安全対策の考え方（概念図） 

 

図４ 併設時の危険要因（の増加）に対する安全対策の考え方（概念図） 
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第３章 海外の実態調査及び全国の消防本部への意見照会 

 

3.1 海外の実態調査 

3.1.1 調査の概要 

 天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化を既に実現している国の技

術基準や具体的な安全対策について、机上調査及び現地調査を行った。 

 
3.1.2 調査対象国 

 イギリス・ドイツ・イタリア・フランス・スイス・オランダ・アメリカ 

（うち、ドイツ、イタリア、フランス、オランダ、アメリカは現地調査を実施） 

 

3.1.3  調査結果 

（１）法令・技術基準等 

各国の天然ガススタンド併設給油取扱所に係る法令・技術基準等の概要は表２のとお

りである。 

  調査対象国（７カ国）では、天然ガスディスペンサーとガソリン等の固定給油設備の

併設及び充てん・給油エリアの共用が基本的に認められていた。 

  天然ガスディスペンサーとガソリン等の固定給油設備の距離は、それぞれの機器の周

囲に設定される防爆範囲から決定されているものがあった。 

  緊急離脱カプラーについて、天然ガスディスペンサーはほとんどの国で必要とされて

いた。 

  また、日本のセルフガソリンスタンドで導入しているものと同様のガソリン流出防止

対策（例：緊急停止スイッチ、緊急離脱カプラー等）が行われている国があった。 
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表２ 各国の法令・技術基準等の概要 

国・地域 区分 法令・技術基準 

併設 規定の有無 

併設の

可否 

充てん給油エ

リア共用 

マルチ 

ディス

ペンサ

ー（MD） 

ディスペンサ

ー間距離 

防

爆

範

囲 

緊急離脱 

カプラー 

イギリス 

天然ガス 

充てん所 

IGEM（ガス技術に係る公的な専門

技術機関のガイドライン） 
○ ○ ○ 

なし 

（※２） 
○ 

要 

給油所 
APEA / EI 2011（石油や爆発物を管

理する協会のガイドライン） 
推奨 

ドイツ 

天然ガス 

充てん所 

DVGW G651 VdTUEV（ドイツガ

ス水道技術科学協会の自主基準） 
○ ○ ○ 

なし 

（※２） 
○ 

要 

給油所 
TRbF40（引火性液体燃料を取り扱

う給油取扱所のガイドライン） 
- 

イタリア 

天然ガス 

充てん所 
DM 14/3/31（内務省の省令） 

○ 
△ 

（ＭＤのみ可） 
○ 

8ｍ 

（※３） 
○ 

- 

給油所 - - 

フランス 

天然ガス 

充てん所 

Arrette 07/01/03 No.1413 

（エコロジー省の省令） 
○ ○※１ - 1m ○ 

要 

給油所 
Arrette 07/01/03 No.1435 

（エコロジー省の省令） 
要 

スイス 

天然ガス 

充てん所 

SVGW G9（政府が参加するガス技

術に関する専門機関の技術基準） 
○ ○ ○ 

0.2m 

（※４） 
○ 

要 

給油所 
Handbook of technical  

rules for fuel station 
- 

オランダ 

天然ガス 

充てん所 

PGS 25（法令上の要件となる技術

ガイドライン） 
○ ○ - 

なし 

（※２） 
○ 

要 

給油所 
PGS 28（法令上の要件となる技術

ガイドライン） 
- 

アメリカ 

天然ガス 

充てん所 

NFPA52 / 30A（全米防火協会の基

準）及び NY 消防規則 ○ ○ - 
1.5m 

（※５） 
○ 

要 

給油所 NFPA 30A（全米防火協会の基準） 要（ガソリン・軽油） 

日本 

天然ガス 

充てん所 
高圧ガス保安法 

○ × - 

給油空地及び

注油空地外 

（※６） 

○ 
要 

給油所 消防法 要（セルフ） 
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※１  流出した引火性液体燃料が天然ガスディスペンサーの下部に流れ込まないような床面の措置が必要で、ディスペ

ンサー間に１ｍのアクセス可能なスペースが必要 

※２  ディスペンサー間の最小離隔距離は規定されていないが、各ディスペンサーの防爆範囲の遵守が求められる 

※３  マルチディスペンサー（ＭＤ）を設置する場合は適用外 

※４ マルチディスペンサー（ＭＤ）を設置する場合で、金属遮蔽板やケーシングの設置 

※５ ガソリン用ディスペンサーと天然ガスディスペンサーの防爆範囲の差異にもとづく 

※６ 給油空地等においてガスの充てんを行うことができない場所 

 

 

図５ 給油設備と天然ガスディスペンサーが一体となったマルチディスペンサー（ＭＤ）

の設置例（イタリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給油設備 

天然ガスディスペンサー 
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（２）法令・技術基準に基づく設備の設置事例等 

  表２に示した法令・技術基準に基づく設備の設置事例等は表３のとおりである。 

 

表３ 設備の設置事例等 

 事例１ 事例２ 

天然ガスディス

ペンサー及び固

定給油設備 

 

天然ガスディスペンサー（手前） 

固定給油設備（奥） 

（ドイツ） 

 

天然ガススタンド（手前） 

ガソリン等の給油取扱所（奥） 

（フランス） 

緊急離脱カプラ

ー 

 

天然ガスディスペンサーの緊急離脱 

カプラー（アメリカ） 

 

天然ガスディスペンサーの緊急離脱 

カプラー、緊急停止スイッチ（イタリア） 

天然ガスの充て

ん・ガソリン等の

給油エリアの共

用状況 

 

右のラインの中央が天然ガスディスペ

ンサー（１台） 

それ以外がガソリン等の固定給油設備 

（アメリカ） 

 

 

左が天然ガスディスペンサー 

右がガソリン等固定給油設備 

（オランダ） 

 

天然ガスディスペンサー 天然ガスディスペンサー 
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（３）複合災害の考慮について 
  今回の調査において、給油取扱所でガソリンが流出し、天然ガス自動車の下部に流

入し、火災が発生することにより、高圧ガスタンクが加熱され安全弁から火炎放射が

起きるといった複合災害の考慮の状況について確認した。 
天然ガス自動車の下にガソリンが流入し火災に至った例ではないが、天然ガス自動

車の高圧ガス容器に関係する火災として、平成 24 年 10 月にオランダのワッセナー市

で天然ガス自動車（バス）の火災事故（下記【事故概要】参照）が発生した例がある。

この時の火炎放射の様子から、ガソリンを天然ガス自動車の下部に流入させてはなら

ないことの重要性をより強く認識したことによるものである。 
フランス、アメリカでは、前述の複合災害の発生の可能性はあると考えていたが、

天然ガス自動車の高圧ガスタンクの安全弁からの火炎放射への対策は特に規定がなく、

予防策よりも災害対応としての消防機関の訓練が重要であるとの考えであった。 
一方、ドイツ、イタリア、オランダでは、複合災害については特に考慮されていな

いという調査結果であった。 
  
 【事故概要】 

天然ガス自動車（バス）の油圧オイルが漏れ、エンジンにかかり加熱され発火した。

ドライバーがエンジンルームから煙がでているのを発見、安全な場所にバスを停車さ

せようとそのまま走行し、600m 離れた場所にあるバス停に停車した。ドライバーは５

人の乗客すべてをバスから降ろし、自分の会社と消防署に通報するとともに、消火器

による消火を試みたが、消火することはできなかった。消防署への通報から 11 分後に

消防隊が到着したが、その間に火炎が屋根に燃え広がり、ガス容器まで達したため安

全弁が作動、高圧のガスが噴き出し着火したため 15ｍの火炎放射の状態となった。 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図６ オランダワッセナー市で発生した天然ガス自動車（バス）の事故 

引用元：Fire in a CNG bus (Wassenaar,29,oktober,2012) 

（http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/398/747435f9a3cbrapport-aardgasbus-en-web.pdf） 
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3.2 全国の消防本部への意見照会 

3.2.1 概要 

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化した際に想定される事故リス

クについて網羅的に把握することを目的として、全国の消防本部（767本部）に意見照会を

実施した（照会文は参考４のとおり）。 

当該意見照会においては、次に示す想定事故パターンを示し、消防活動への影響、安全

対策等の観点から意見を募った。 

 

（１）ノズル、ポンプ等の給油設備の不具合などによりガソリンが流出し、別の車両が炎

上する危険性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガソリン自動車 

地盤面の勾配 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 

ノズルが給油口から外れたり、ポン

プや満量停止装置（オートストッパ

ー）が機能しないことによりガソリ

ンが流出 
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（２）過剰給油等の給油行為者の故意又は過失等によりガソリンが流出し、別の車両が炎

上する危険性  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（３）給油中に車両誤発進によるホースの破断、給油設備の転倒などによりガソリンが流

出し、別の車両が炎上する危険性 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 ガソリン自動車 

ホース破断部からガソリンが流出 地盤面の勾配 

天然ガス自動車 

ガソリン自動車 

故意又は過失によ

りガソリンが流出 地盤面の勾配 
給油設備 

天然ガスディスペンサー 
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（４）運転を誤って給油設備に車両が衝突し、破損した給油設備からガソリンが流出して

停車中の別の車両が炎上する危険性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）車両燃料系統の破損に気づかずに給油してガソリンが流出し、別の車両が炎上する

危険性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 

給油設備からガソリンが流出 

地盤面の勾配 

ガソリン自動車 

地盤面の勾配 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 

燃料タンクの破損等によりガソリン

が流出 
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3.2.2 実施結果 

（１）想定事故パターンについての主な意見 
・地震による破損や経年劣化等による流出事故の可能性やその態様についての検討が必

要である。（3.2.1（１）） 
    

・二輪車への給油、携行缶等の容器やミニローリーへの注油行為も含めて危険性の検討

が必要である。（3.2.1（２）） 
  

・大型車の運転誤りによる衝突事故増加の可能性について検討が必要である。（3.2.1（４）） 
 
・荷卸し時にガソリンが流出する場合の危険性を考慮した次のパターンを追加するべき

ではないか。（下図参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図７ 追加すべき事故パターン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地盤面の勾配 

注入口 

天然ガス自動車 

天然ガスディスペンサー 

移動タンク貯蔵所 

荷卸しホースが脱落する等

によりガソリンが流出 
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（２）消防活動への影響についての主な意見 
＜消火方法について＞ 
初期消火を行う際に、消火設備の使用方法を間違えることにより延焼拡大させる可

能性がある。 
 
＜消防隊員の安全確保について＞ 

   安全弁作動時の強烈な火炎放射の程度が明確でないことから、最悪の場合は消防隊

員が致死する危険性も考えられる。 
 

＜消防活動時の状況判断について＞ 
   天然ガス漏洩等に起因する火災とガソリン流出等に起因する火災では、消防戦術は

大きく異なるが、併設した所での火災の場合、どちらの出火か見分けが困難なため、

消火活動が遅れる可能性がある。 
 

＜危険物とガスの複合災害への対応について＞ 
   初動体制時において、給油所の関係者から施設及び発災状況に関する正確な情報提

供があるか、又は情報提供をすることができるか懸念される。 
 

＜火災性状について＞ 
   停車スペースを共用化し、ガソリンの流出により天然ガス自動車火災になった場合、

火炎が 10ｍ～15ｍ噴出するため、消火活動が遅れる可能性がある。 
 
（３）追加的な安全対策として検討が考えられる事項についての主な意見 
  地盤面傾斜等を利用して天然ガスディスペンサー側へのガソリンの流出範囲拡大を防

止する措置（例：地盤面は道路側に傾斜しているため給油設備を道路に近い側に設置す

る等） 
 
（４）その他の主な意見 
  緊急時の対応等について予防規程には危険物と高圧ガス両方の事故に係る記載が必要

ではないか。 
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第４章 停車スペースの共用化に係る安全対策の考え方 

 

4.1 停車スペースを共用化する場合の危険性 

 現行の消防法令上、天然ガスの充てんのための停車スペースと給油のための停車スペー

スを共用化し、給油空地内に天然ガスディスペンサーを設置することはできない（図８）。 
  給油空地内に天然ガスディスペンサーを設置する場合、ガソリン流出事故が発生した

際、天然ガス自動車の下部にガソリンが流れ込んで火災が発生する可能性がある。天然

ガス自動車の高圧ガス容器が強烈なガソリン火炎で炙られれば、高圧ガス容器の安全弁

からの急激な火炎の噴出や高圧ガス容器の破裂により、国民や消防隊員の生命等を損な

う危険性がある。 
 

 

図８ 消防法令における天然ガススタンド併設給油取扱所の防火安全対策（現状） 

 

図９ 天然ガス自動車の下部にガソリンが流れ込んで火災となる場合の危険性 
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4.2 必要な安全対策の考え方 

ガソリンが一度流出した場合、空気より重い可燃性蒸気が発生し、当該蒸気濃度の爆

発範囲も広い（1.4～7.6vol.％）ことから、近傍の静電気火花等により容易に火災に至

るため、火災の発生のリスクが極めて高くなる。そのため、4.1の危険性を低減させるた

めには、ガソリンの流出防止や流出時に天然ガス自動車の下部にガソリンを流入させな

いことが必要である。この対策について、国内の事故統計、想定される事故シナリオ、

実証試験やシミュレーションによる検証等に基づき検討した。 

※ 天然ガススタンドの安全性は高圧ガス保安法令により担保されており、また、天然ガス

が漏えいしたとしても、天然ガスは空気より軽く地上に滞留しないため、給油取扱所へ

の影響は小さいと考えられることから、ここでは、給油取扱所側で発生した火災が天然

ガス自動車に与える影響について検討することとした。 

 

4.3 国内の事故統計を踏まえた検討 

平成 23～25 年の給油取扱所における、固定給油設備又は固定注油設備に係るガソリン

等の流出事故の発生件数及び平均流出量は表４のとおり。 
  セルフサービススタンドにおいては、事故率はフルサービスの約２倍となっているが、  

平均流出量はフルサービススタンドの約 16 分の１となっている。 
  これは、セルフサービススタンドで設置されている安全対策設備（緊急離脱カプラー

や緊急停止スイッチ等）により、セルフサービススタンドの方が、流出量が抑えられて

いると考えられる。 
  このことから、ガソリンの流出により天然ガス自動車の下部で発生する火災を避ける

ためのガソリンの流出量を最小限に抑える対策として、セルフサービススタンドと同様

の安全対策を講じることが有効である。 
 

表４ 流出事故の発生割合及び平均流出量（平成 23～25年） 

 フルサービス 

スタンド 

セルフサービス 

スタンド 

給油取扱所１万施設あたり

の流出事故発生件数 
5.8 10.1 

平均流出量（単位：L） 46.0 2.8 
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4.4 想定される事故を踏まえた検討 

4.4.1 事故の進展フェーズ 

4.1 に示した天然ガス自動車の下部にガソリンが流れ込んで火災を起こし、高圧ガス容

器の安全弁からの急激な火炎の噴出や高圧ガス容器の破裂等により甚大な被害が発生す

る事故について、3.2で抽出した６個の事故想定パターンの事故の起因事象から天然ガス

自動車の火災発生までを４つのフェーズに分類して整理すると図 10のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 事故の進展フェーズ 
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4.4.2 各フェーズにおける安全対策 

以下に、各想定事故パターンに対して各フェーズにおける講じるべき対策を過去の事

故事例を踏まえて整理した。 

 

（１）ノズル、ポンプ等給油設備の不具合によりガソリンが流出＜パターン１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 パターン１ 

 

○事故の件数及び事故例 

① 件数（平成 23年～平成 25年） 

37件 

内訳：ディスペンサー配管不良 ６件、ホース等不良 ９件、 

ノズルの離脱、破損 ７件 

給油口オーバーフロー(満量停止装置不作動) 15件 

② 事故例 

・セルフスタンドの固定給油設備で顧客がガソリンを給油中、固定給油設備の 

ホースの亀裂（約３㎝）からガソリン約 10リットルが流出したもの。(H25) 

・フルスタンドで給油中に、給油ノズルの満量停止装置が作動せずガソリン約 30リ

ットルが流出したもの。 (H24) 

 

 

 

 

 

ガソリン自動車 

地盤面の勾配 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 

ノズルが給油口から外れたり、ポン

プや満量停止装置（オートストッパ

ー）が機能しないことによりガソリ

ンが流出 
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○安全対策の検討 

表５ 安全対策の検討（１） 

 安全対策 具体的な方策（案） 対策の考え方 

フェーズ１ 

ガソリン流

出のきっか

け 

給油設備の故

障の早期発見 

定期点検の徹底 現在の「法定点検」や石油連盟が推奨する自主

的な点検である「毎日点検、毎月点検、６ヶ月点

検」により、点検内容は網羅していると考えられ

る。 

これらの点検を確実に実施することにより、機

器の不具合によるガソリンの流出を抑えること

ができると考えられる。 

定期的な機器の交

換 

各機器メーカーが推奨している交換時期（約３

～５年）を参考にすることで、機器の不具合によ

るガソリンの流出を抑えることができると考え

られる。 

フェーズ２ 

ガソリンの

流出 

給油設備に不

具合が生した

場合の流出防

止 

非ラッチオープン

ノズル又はラッチ

有りでノズルが給

油口から脱落した

場合に自動的に停

止する構造のもの

を使用 

非ラッチオープンノズルを使用することで、ガ

ソリンの流出量を低減することができると考え

られる。 

 ラッチ有りでノズルが給油口から脱落した場

合に自動的に停止する構造のものを使用するこ

とで、ガソリンの流出量を低減することができる

と考えられる。 

過剰な給油を自動

的に防止できる措

置 

１回の連続した給油量及び給油時間を制限する

ことで、ガソリンの流出量を低減することができ

ると考えられる。 

緊急停止スイッチ

の設置及び従業員

の教育・訓練 

固定給油設備付近及び固定給油設備から離れ

た場所に当該固定給油設備の緊急停止スイッチ

を設置するとともに、その操作方法等について従

業員の教育・訓練を行うことで、ガソリン流出の

リスクを低減することができると考えられる。 

フェーズ３ 

天然ガス自

動車下部へ

のガソリン

流入 

天然ガス自動

車の停車スペ

ースにガソリ

ンが流入する

ことの防止 

天然ガス自動車の

停車スペースにガ

ソリンが流入せ

ず、他の場所に流

れるよう、傾斜を

設ける等 

傾斜や溝を設ける等により、天然ガス自動車の

停車スペースにガソリンが流入することを防止

できると考えられる。 

 

○検討を踏まえた安全対策 

① 安全対策設備 

・非ラッチオープンノズルの使用 

・ノズルの脱落時停止制御装置の使用 

・過剰な給油を自動的に防止できる措置 

・緊急停止スイッチの設置 
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② レイアウト面 

・天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないような傾斜又は溝等 

③ その他 

・定期的な機器の交換（メーカー推奨期間が目安） 

・定期点検の徹底 

・従業員の教育・訓練の徹底（緊急停止スイッチの操作等） 
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（２）給油行為者の故意又は過失により給油ノズルからガソリンが流出・あふれ 

＜パターン２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 パターン２ 

 

○事故の件数及び事故例 

① 件数（平成 23年～平成 25年） 

25件 

内訳：ノズルの離脱、破損 25件 

② 事故例 

・セルフの給油取扱所で顧客男性が給油を開始したが、18 リットル給油した時点で

一旦停止し、給油口にノズルを挿入したままその場を離れた。車から降りてきた

子ども２人がノズルを給油口から外しレバーを握ったため、ガソリンが車両へ向

かって噴出し、跳ね返ったガソリンを浴びた。（H19） 

・給油取扱所（セルフ）内において、車両給油中に給油者が、ノズルレバーにスト

ラップを引っ掛けトイレに行っている最中にガソリン約 10リットルが噴出し流出

した。給油者は車両に戻った後、流出を確認したのにもかかわらずその場を立ち

去った後、119 番通報を行った。給油取扱所の監視者は、監視室でモニターによる

監視を行っていたが気がつかなかった。消防隊到着後、監視者は事故発生に気づ

き洗浄作業を行った。（H23） 

 

 

 

 

 

 

天然ガス自動車 

ガソリン自動車 

故意又は過失によ

りガソリンが流出 地盤面の勾配 
給油設備 

天然ガスディスペンサー 
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 ○安全対策の検討 

表６ 安全対策の検討（２） 

 安全対策 具体的な方策（案） 対策の考え方 

フェーズ１ 

ガソリン流

出のきっか

け 

適切な監視 緊急停止スイッチの

設置 

固定給油設備付近及び固定給油設備から離

れた場所に当該固定給油設備の緊急停止スイ

ッチを設置することでガソリンの流出を抑え

ることができると考えられる。 適切な給油許可監視

（セルフスタンド） 

フェーズ２ 

ガソリンの

流出 

異常操作によ

るガソリン流

出の防止 

 

姿勢検知機能を備え

たノズルの使用 

 

姿勢検知機能を備えた給油ノズルを使用する

ことで、故意又は過失によるガソリンの流出量

を低減することができると考えられる。 

緊急停止スイッチの

設置及び従業員の教

育・訓練 

固定給油設備付近及び固定給油設備から離

れた場所に当該固定給油設備の緊急停止スイ

ッチを設置するとともに、その操作方法等につ

いて従業員の教育・訓練を行うことで、ガソリ

ン流出のリスクを低減することができると考

えられる。 

過剰な給油を自動的

に防止できる措置 

１回の連続した給油量及び給油時間を制限

することで、故意又は過失によるガソリンの流

出量を低減することができる。 

フェーズ３ 

天然ガス自

動車下部へ

のガソリン

流入 

天然ガス自動

車の停車スペ

ースにガソリ

ンが流入する

ことの防止 

天然ガス自動車の停

車スペースにガソリ

ンが流入せず、他の

場所に流れるよう、

傾斜を設ける等 

傾斜や溝を設ける等により、天然ガス自動車

の停車スペースにガソリンが流入することを

防止できると考えられる。 

  

○検討を踏まえた安全対策 

① 安全対策設備 

・緊急停止スイッチの設置（再掲） 

・姿勢検知機能を備えたノズルの使用 

・過剰な給油を自動的に防止できる措置（再掲） 

② レイアウト面 

・天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないような傾斜又は溝等（再掲） 

  ③ その他 

   ・従業員の教育・訓練の徹底（緊急停止スイッチの操作等）（再掲） 
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（３）給油中に車両が誤発進、給油ノズルの外れ・車両に引っ張られてホース破断又は給

油設備が倒れてガソリンが流出 ＜パターン３＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 13 パターン３ 

 

○事故の件数及び事故例 

① 件数（平成 23年～平成 25年） 

13件 

内訳：ディスペンサー配管破損 １件、ホース等破損 10件 

ノズルの離脱、破損 ２件 

② 事故例 

・給油取扱所で、乗用車の運転手がガソリンを給油中に給油作業が終了したものと勘

違いし車を発進させたため、給油ホースが引っ張られ給油ホースの接続部の根元部

分が破損し、ガソリン約 400 リットルが流出したもの。安全継手は何らかの理由で

作動せず、従業員は緊急停止スイッチの位置がわからず流出が拡大した。 

・給油取扱所従業員が顧客の普通乗用車に給油中、クレジットカードを戻したため、

顧客は給油が完了したものと勘違いし車両を発信させたため、給油ホースを破断し、

ガソリンが給油取扱所敷地内に約 15リットル流出したもの。(H23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 ガソリン自動車 

ホース破断部からガソリンが流出 地盤面の勾配 
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 ○安全対策の検討 

表７ 安全対策の検討（３） 

 安全対策 具体的な方策（案） 対策の考え方 

フェーズ１ 

ガソリン流

出のきっか

け 

給油中の自動

車の誤発進防

止 

給油レーンの前に停止

バーの設置 

（給油終了と連動し、バ

ーが上がる仕組み） 

停車スペースには、自動車が一台停車し

て天然ガス又はガソリンを充てん又は給油

を行う場合と、それぞれが縦列に停車して、

充てん及び給油を行う場合が考えられるた

め、停止バーの設置は現実的ではない。 

フェーズ２ 

ガソリンの

流出 

給油ホースが

破断した場合

の流出防止 

緊急離脱カプラーの設

置 

給油ホースに緊急離脱カプラーを設置す

ることで、ガソリンの流出量を低減するこ

とができると考えられる。 

緊急離脱カプラー作動

の信頼性向上（定期点

検、定期交換の徹底） 

定期点検等を適切に実施することで、機

器の不具合によるガソリン流出のリスクを

低減することができる。 

緊急停止スイッチの設

置及び従業員の教育・訓

練 

固定給油設備付近及び固定給油設備から

離れた場所に当該固定給油設備の緊急停止

スイッチを設置するとともに、その操作方

法等について従業員の教育・訓練を行うこ

とで、ガソリン流出のリスクを低減するこ

とができると考えられる。 

フェーズ３ 

天然ガス自

動車下部へ

のガソリン

流入 

天然ガス自動

車の停車スペ

ースにガソリ

ンが流入する

ことの防止 

天然ガス自動車の停車

スペースにガソリンが

流入せず、他の場所に流

れるよう、傾斜を設ける

等 

傾斜や溝を設ける等により、天然ガス自

動車の停車スペースにガソリンが流入する

ことを防止できると考えられる。 

 

 

○検討を踏まえた安全対策 

① 安全対策設備 

・緊急離脱カプラーの設置 

・緊急停止スイッチの設置（再掲） 

② レイアウト面 

・天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないような傾斜又は溝等（再掲） 

③ その他 

・定期的な機器の交換（メーカー推奨期間が目安）（再掲） 

 ・定期点検の徹底 

 ・従業員の教育・訓練の徹底（緊急停止スイッチの操作等）（再掲） 
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（４）運転操作誤りにより給油設備に車両が衝突、破損した給油設備からガソリンが流出 

  ＜パターン４＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 14 パターン４ 

 

○事故の件数及び事故例 

① 件数（平成 23年～平成 25年） 

13件 

内訳：ディスペンサー配管破損 11件、ホース等破損 ２件 

② 事故例 

・給油取扱所南側の前面道路上で乗用車同士が衝突し、衝突の弾みで乗用車の１台

が固定給油設備に激突した。固定給油設備は８メートル先まで飛ばされ、その際

に流出したガソリンに引火して火災となったもの。（H14） 

・給油に来店したお客が車を後進させた際、アクセルとブレーキの踏み間違えによ

り計量機に衝突転倒させ、ガソリン約 10リットルを流出させたもの。（H23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 

給油設備からガソリンが流出 

地盤面の勾配 
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○安全対策の検討 

表８ 安全対策の検討（４） 

 安全対策 具体的な方策（案） 対策の考え方 

フェーズ１ 

ガソリン流

出のきっか

け 

自動車の給油

設備への衝突

防止 

給油設備周辺へのガー

ドポールの設置 

自動車の給油設備への衝突防止のため、ガ

ードポールを設置することで、ガソリンの流

出を抑えることができると考えられる。 

フェーズ２ 

ガソリンの

流出 

給油設備が破

損した場合の

流出防止 

給油設備内からの流出

防止のための緊急遮断

弁の設置（衝突感知、

傾斜感知） 

①固定給油設備に感震器を設置し、感震器か

らの信号で給油ポンプが停止することとす

る。 

②固定給油設備の振動や配管の破損を感知

して緊急遮断弁が停止することとする。 

③固定給油設備にガソリンを送っている地

中配管（立ち上がり部分）に可とう管継手を

設置する。 

 上記①から③のいずれかの対策を取るこ

とで、ガソリンの流出量を低減することがで

きると考えられる。 
給油設備内に可とう管

継手の設置 

フェーズ３ 

天然ガス自

動車下部へ

のガソリン

流入 

天然ガス自動

車の停車スペ

ースにガソリ

ンが流入する

ことの防止 

天然ガス自動車の停車

スペースにガソリンが

流入せず、他の場所に

流れるよう、傾斜を設

ける等 

傾斜や溝を設ける等により、天然ガス自動

車の停車スペースにガソリンが流入するこ

とを防止できると考えられる。 

 

 ○検討を踏まえた安全対策 

① 安全対策設備 

・ガードポールの設置 

・固定給油設備の振動等を感知して、ポンプ停止 

・固定給油設備に緊急遮断弁の設置        いずれかの対策をとる 

・固定給油設備の配管に可とう管継手の設置 

② レイアウト面 

・天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないような傾斜又は溝等（再掲） 
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（５）車両の燃料系統の破損に気づかず給油、車両からガソリンが流出 ＜パターン５＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 15 パターン５ 

 

○事故の件数及び事故例 

① 件数（平成 23年～平成 25年） 

４件 

内訳：車両の燃料タンク、配管等の不良 ４件 

②  事故例 

・セルフスタンドにて普通自動車に給油した後、従業員がタイヤの空気圧をチェッ

クしていた際、ガソリンの流出を発見。自動車の燃料配管からガソリンが流出し

たもの。(H23) 

・フルスタンドで満タン給油した普通乗用車（平成 10年式）の給油口と燃料タンク

間のパイプが損傷しており、ガソリンが約２リットル流出したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガソリン自動車 

地盤面の勾配 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 

燃料タンクの破損等によりガソリン

が流出 
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○安全対策の検討 

表９ 安全対策の検討（５） 

 安全対策 具体的な方策（案） 対策の考え方 

フェーズ２ 

ガソリンの

流出 

給油中の自動

車からの流出

の早期発見 

車体下の遠隔監視及

び注意喚起 

従業員による適切な監視（早期に発見し対

応）を行うことで、ガソリンの流出量を低減

することができると考えられる。 

※自動車起因の事象であり、給油取扱所側で

予防することは難しい。 

フェーズ３ 

天然ガス自

動車下部へ

のガソリン

流入 

天然ガス自動

車の停車スペ

ースにガソリ

ンが流入する

ことの防止 

天然ガス自動車の停車

スペースにガソリンが

流入せず、他の場所に流

れるよう、傾斜を設ける

等 

傾斜や溝を設ける等により、天然ガス自動

車の停車スペースにガソリンが流入するこ

とを防止できると考えられる。 

 

 ○検討を踏まえた安全対策 

 

① レイアウト面 

・天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないような傾斜又は溝等（再掲） 

② その他 

・従業員による適切な監視 
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（６）荷卸し中に地下タンクの注入口付近からガソリンが流出 ＜パターン６＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 パターン６ 

○事故の件数及び事故例 

① 件数（平成 23年～平成 25年） 

15件 

内訳：注入口等の不良 ２件、放置、誤操作による流出 13件 

② 事故例 

・移動タンク貯蔵所から給油取扱所 10キロリットルガソリン地下貯蔵タンクにタン

ク容量より多く荷卸ししたため、荷卸し前に検尺して蓋を載せただけの計量口か

らガソリンが 370 リットル流出し、構内側溝から分離槽まで流出したもの。(H25) 

・移動タンク貯蔵所からレギュラーガソリンを荷卸中、タンク直上部の予備注入口

から約 400 リットルのガソリンが流出。地下タンクの点検業者が定期点検の際に

配管内へテストボールを放置し、配管が閉塞したことが原因と思われる。(H24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤面の勾配 

注入口 

天然ガス自動車 

天然ガスディスペンサー 

移動タンク貯蔵所 

荷卸しホースが脱落する等

によりガソリンが流出 
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○安全対策の検討 

表 10 安全対策の検討（６） 

 安全対策 具体的な方策（案） 対策の考え方 

フェーズ１ 

ガソリン流

出のきっか

け 

故障の早期発

見・防止 

定期点検の徹底 

 

現在の「法定点検」や石油連盟が推奨する

自主的な点検である「毎日点検、毎月点検、

６ヶ月点検」で点検内容は網羅していると考

えられる。 

これらの点検を確実に実施することによ

り、機器の不具合によるガソリンの流出を抑

えることができると考えられる。 

荷卸し量の確

認 

荷卸し前のタンクの

空き容量と荷卸し量の

確認の徹底 

確認や監視を徹底することで、荷卸し中の

ガソリンの流出を抑えることができると考

えられる。 

荷卸し中の監

視 

荷卸し中の監視の徹

底 

フェーズ３ 

天然ガス自

動車下部へ

のガソリン

流入 

荷卸し中に流

出したガソリ

ンが天然ンガ

ス自動車の下

部へと流れる

ことの防止 

天然ガス自動車の停車

スペースにガソリンが

流入せず、他の場所に流

れるよう、傾斜を設ける

等 

傾斜や溝を設ける等により、天然ガス自動

車の停車スペースにガソリンが流入するこ

とを防止できると考えられる。 

 

 

 ○検討を踏まえた安全対策 

① レイアウト面 

・天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないような傾斜又は溝等（再掲） 

② その他 

・定期点検の徹底（再掲） 

・荷卸し前のタンクの空き容量及び荷卸し量の確認の徹底 

・荷卸し中の監視の徹底 
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4.5 実証試験を踏まえた検討（固定給油設備の流出防止装置の性能に関する検証） 

4.5.1 概要 

4.4 では、各想定事故パターンに対して各フェーズにおける講じるべき対策を整理した

が、ガソリンの流出を防ぐためには、具体的な方策として示された種々の安全対策設備

が確実に作動することが重要である。 

  このうち、緊急離脱カプラー及び非ラッチノズルの満量停止装置については、新品時

に行う試験確認により確実に作動することが確認されているが、過去に正常に作動せず

事故に繋がった事例（4.4.2 事故例）が報告されていることから、今回は長年使用される

ことによる劣化状況に着目し、長年使用された固定給油設備の流出防止装置について、

確実に作動するかどうかの実証試験を行った。 

 

4.5.2 試験方法 

（１）試験に使用した給油ホース 

使用開始から３年又は 250万リットル以上使用された非ラッチオープンノズルと緊急

離脱カプラーが設けられているものについて、３メーカー計 43本収集した。目視確認し

た結果、給油ノズルのノズル管の潰れは数件あったものの、目立った傷、錆、油滲み等

は外観上見受けられなかった。 

  収集した給油ホースに対し、新品時に行う試験確認と同様の試験を実施した。 

 

 

図 17 収集したホースの一部 
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【ノズル管の変形例】 

 

 

 

 

 

新品    収集品        先端が内側に変形し状態 

【センサー口の変形】 

 

 

 

 

 

新品   収集品 

図 18 給油ノズルの目視結果 

 

（２）緊急離脱カプラーの離脱試験 

ア 緊急離脱カプラーの軸芯方向の引張りで離脱する方式を用いるものにあっては、

緊急離脱カプラーに接続された給油ホース等のホース部を緊急離脱カプラーの軸芯

方向に引張り、800Ｎを越え 1,800Ｎ以下の荷重で離脱することの確認を行った。当

該試験は１回行った。 
イ  緊急離脱カプラーの軸芯以外の方向の引張りで離脱する方式のものにあっては、

使用可能角度範囲内で引張り、800N を越え 1,800N 以下の荷重で離脱することの確

認を行った。当該試験は１回行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
本体              制御部 

 
離脱試験装置 試験台 

楕円形の変形 

図 19 使用した試験装置 
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（３）緊急離脱カプラーの作動試験（漏れ試験） 

   分離した状態の緊急離脱カプラー両方を、ポンプ設定圧力で、10 分間両方それぞれ

加圧し、弁座部からの水の漏れ量が 10 分間で 10ｍＬ以下であることの確認を行った。 
※ポンプ設定圧力は、固定給油設備等及びこれらの構成設備の試験確認を行う際の基

準に基づき、ポンプ圧力逃がし装置の最大設定圧力 0.33ＭＰａとした。 
 
 
 

 

 

 

 

図 20 使用した試験装置 

 

（４）満量停止装置の作動試験 

50L／min 及び 15L／min の吐出量において、それぞれ５回の作動試験を行い、ノズル

先端の検知部が油液面を検知した場合に、速やかに異常なく給油が停止することの確認

を行った。※油種はガソリンと性状が類似するドライソルベントを使用した。 
  

＜性状比較＞ 

 ドライソルベント ガソリン 

種別 危険物第４類 第２石油類 危険物第４類 第１石油類 

引火点 42℃（タグ密閉式） －40℃以下 

密度（g/c㎥） 0.77（15℃） 0.783（15℃）以下 

粘度 1.5287 ㎟/S（20℃） 0.7409 ㎟/S（20℃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 使用した試験装置 

4.5.3 試験結果 

（１）試験結果の一覧 
各試験結果の一覧は表 11 のとおり。 
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 管理番号 給油量 
(万 L) 

使用年数 
(年間) 

油種 緊急離脱カプラー離脱試験 ﾉｽﾞﾙ満量停止作動試験 
離脱荷重(N) 
注１） 

漏れ量(ml) 
注２） 

50L/min 
注３） 

15L/min 
注３） 

1 タ－１ 167 ８ Ｒ 1277(軸外) 3300(3.3L ) ○○○○○ ○○○○○ 

2 タ－２ 47 ８ Ｈ 1295(軸外) 0.5 ○○○○○ ○○○○○ 

3 タ－３ 62 ８ Ｄ 1438(軸外) 3.8 ○○○○○ ○○○○○ 
4 タ－４ 469 ８ Ｒ 1171(軸外) 3750(3.75L ) ○○○○○ ○○○○○ 
5 タ－５ 67 ８ Ｈ 1317(軸外) 0.5 ○○○○○ ○○○○○ 
6 タ－６ 37 ８ Ｄ 1298(軸外) 1.0 ○○○○○ ○○○○○ 
7 タ－７ 306 ８ Ｒ 1080(軸外) 3100(3.1L) ○○○○○ ○○○○○ 
8 タ－８ 90 ８ Ｈ 1021(軸外) 0.5 ○○○○○ ○○○○○ 

9 タ－９ 84 ８ Ｄ 1279(軸外) 12.8 ○○○○○ ○○○○○ 
10 タ－１０ 310 ８ Ｒ 1238(軸外) 3300(3.3L) ○○○○○ ××××× 

11 タ－１１ 47 ８ Ｈ 1300(軸外) 4.8 ○○○○○ ○○○○○ 
12 タ－１２ 43 ８ Ｄ 1293(軸外) 0.5 ○○○○○ ○○○○○ 
13 タ－１３ 628 ５ Ｒ 2030(軸芯) 142.7 ○○○○○ ○○○○○ 
14 タ－１４ 88 ５ Ｈ 2030(軸芯) 9.8 ○○○○○ ○○○○○ 

15 タ－１５ 18 ５ Ｄ 1724(軸芯) 291 ○○○○○ ○○○○○ 
16 タ－１６ 329 ５ Ｒ 1840(軸芯) 5.8 ○○○○○ ○○○○○ 
17 タ－１７ 116 ５ Ｈ 1809(軸芯) 1.0 ○○○○○ ○○○○○ 
18 タ－１８ 41 ５ Ｄ 1902(軸芯) 2.1 ○○○○○ ○○○○○ 
19 タ－１９ 531 ５ Ｒ 1997(軸芯) 40.0 ○○○○○ ○○○○○ 
20 Ｔ－１ 161 ８ Ｈ －  (軸芯) ←注４）   

21 Ｔ－２ 87 ８ Ｄ 1877(軸芯) 5.0 ○○○○○ ○○○○○ 

22 Ｔ－３ 57 ８ Ｄ 1826(軸芯) 21.5 ○○○○○ ××××× 

23 Ｔ－４ 59 ８ Ｄ 1787(軸芯) 17.0 ○○○○○ ○○○○○ 
24 Ｔ－５ 143 ８ Ｈ 1742(軸芯) 27.0 ○○○○○ ○○○○○ 
25 Ｔ－６ 471 ８ Ｒ 1866(軸芯) 13.0 ○○○○○ ××××× 

26 Ｔ－７ 75 ８ Ｄ 1937(軸芯) 11.3 ○○○○○ ○○○○○ 

27 Ｔ－８ 730 ８ Ｒ 1849(軸芯) 25.0 ○○○○○ ○○○○○ 
28 Ｔ－９ 336 ８ Ｒ 1847(軸芯) 29.5 ○○○○○ ○○○○○ 
29 Ｔ－１０ 100 ８ Ｈ 1822(軸芯) 10.0 ○○○○○ ○○○○○ 
30 Ｔ－１１ 190 ８ Ｋ 1844(軸芯) 282.0 ○○○○○ ○○○○○ 
31 Ｔ－１２ 193 ８ Ｋ 1617(軸芯) 1.0 ○○○○○ ○○○○○ 

表 11 試験結果一覧 
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＜補足＞ 
 ・油種の「Ｒはレギュラー」「Ｈはハイオク」「Ｄは軽油」「Ｋは灯油」 
・管理番号「タ」はタツノ、「T」は富永製作所、「日」は日立オートモティブが販売した

ものである。 
・黄色部分は試験確認の基準値を満足しなかった 
・満量停止装置の作動試験において、吐出量 15L/min で正常に作動しなかった、３つの

試験体は吐出量 20L/min 前後で正常に動作することが確認できた 
 
＜試験確認の基準値＞ 
注１）800N超え 1800N以下 

注２）10分間で 10ml 以下 

注３）５回作動停止（「○○○○○」は５回とも正常に停止し、基準を満足したことを示し

ている。） 

注４）収集後の運搬時にﾈｼﾞ山が破損し試験実施不可 
 

 

 

 

 

 管理番号 給油量 
(万 L) 

使用年数 
(年間) 

油種 緊急離脱カプラー離脱試験 ﾉｽﾞﾙ満量停止作動試験 
離脱荷重(N) 
注１） 

漏れ量(ml) 
注２） 

50L/min 
注３） 

15L/min 
注３） 

32 日－１ 311 ８ Ｒ 1639(軸芯) 5.6 ○○○○○ ○○○○○ 

33 日－２ 55 ８ Ｈ 1585(軸芯) 6.5 ○○○○○ ○○○○○ 

34 日－３ 36 ８ Ｄ 1623(軸芯) 5.0 ○○○○○ ○○○○○ 

35 日－４ 121 ８ Ｒ 1750(軸芯) 1.0 ○○○○○ ○○○○○ 

36 日－５ 38 ８ Ｈ 1900(軸芯) 133.0 ○○○○○ ○○○○○ 

37 日－６ 30 ８ Ｄ 1630(軸芯) 27.5 ○○○○○ ○○○○○ 

38 日－７ 496 ８ Ｒ 1852(軸芯) 4.0 ○○○○○ ○○○○○ 

39 日－８ 85 ８ Ｈ 1782(軸芯) 77.6 ○○○○○ ○○○○○ 

40 日－９ 59 ８ Ｄ 1550(軸芯) 115.5 ○○○○○ ○○○○○ 

41 日－１０ 309 ８ Ｒ 1846(軸芯) 2.0 ○○○○○ ○○○○○ 

42 日－１１ 103 ８ Ｈ 1754(軸芯) 2.0 ○○○○○ ○○○○○ 

43 日－１２ 106 ８ Ｄ 1887(軸芯) 7.0 ○○○○○ ○○○○○ 
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タ－１（軸芯以外の方向） 

タ－１３（軸芯方向） 

【離脱後】 【離脱前】 

Ｔ－２（軸芯方向） 

日－１（軸芯方向） 

（２）緊急離脱カプラーの離脱試験の結果 

表 11 のとおり、各社ともに離脱荷重の基準値を満足しない結果が存在した。 
（各社の緊急離脱カプラーの写真を図 22 に示す。） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

引張り方向 

引張り方向 

引張り方向 

引張り方向 

図 22 緊急離脱カプラー離脱試験 
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【合格の例】 

日－１（軸芯方向） 結果＝漏れ量 5.6ml 

【不合格の例】 

タ－７（軸芯以外方向）（漏れ量 3100ml） 
注）写真は 10 分間でトレーから溢れている 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉止部の錆びの例 

（３）緊急離脱カプラーの作動試験（漏れ試験）の結果 

表 11 のとおり、各社ともに漏れ量の基準値を満足しない結果が存在した。漏れ量の

基準値を満足しない供試品の中で、レギュラー、ハイオクの供試品に漏れ量が多い傾

向があった。（漏れ試験の写真を図 23 に示す。） 
 

 

    
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 23 緊急離脱カプラーの作動試験（漏れ試験） 

 

 

（４）満量停止装置の作動試験の結果 

表 11 のとおり、満量停止作動を満足しなかった試験体は３体という結果であった。

（ただし、３体とも吐出量 20L/min 前後で動作することが確認できた。） 
※基準を満足しなかった試験体について、ノズル内部クラッチ機構を分解して検証したと

ころ、長年使用されたことで、ノズル内部クラッチ機構が摩耗粉や埃の付着により外れに

くくなっていたことが確認された。 
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4.5.4 考察 

長年使用された緊急離脱カプラー及び非ラッチオープンノズルに対して、新品時に行う

試験確認と同様の試験を行ったところ、一部の試験体は基準を下回る結果となったが、以

下の考察により、現行の定期点検を適切に実施するとともに、異常を確認した場合に適切

な改修を行えば支障はないと考えられる。 

 

【緊急離脱カプラー離脱試験】 

ホースの破断荷重は概ね 3000N以上、計量機の転倒荷重は概ね 7000N以上のため、今回

の結果（最大 2000N前後）でも正常に作動すると考えられる。（ホースが破断したり、計量

機が転倒したりすることなく、緊急離脱カプラー部分で分離すると考えられる。） 

 

【緊急離脱カプラー離脱後の流出量】 

緊急離脱カプラー離脱時に、直ちにポンプを停止することを考えれば、10分間最大圧で

漏れることは想定しづらい。また、最大でも１分あたり 330ｍl程度であり、大量流出には

つながらないと考えられる。 

また、漏れ量の基準を満足しなかった理由として、試験体を収集してから試験までの間

にレギュラー、ハイオク等の揮発により乾燥し内部構造に粉吹き、大きく目立たない程度

の腐食、油垢の固着が発生しボール型の閉止構造に悪影響を与えたことが考えられる。 

 

【満量停止装置】 

20 L/minであれば確実に機能している。通常の吐出量はフルスタンドでは 40～45L/min

程度で、セルフスタンドでは 30～35L/min程度で給油を行っているので、許容範囲内であ

る。吐出量を絞って使用する場合は、一般に給油者が調整している場合が多く、仮に流出

した場合でも、ただちに給油を中止することを考えれば、流出量は低減できると考えられ

る。 

 

4.6 シミュレーションを踏まえた検討（地盤面の傾斜の向き及び勾配によるガソリン流出

範囲の変化の検証） 

4.6.1 概要 

4.4 において、各想定事故パターンに対して各フェーズにおける講じるべき対策を整理

したところ、フェーズ３においては天然ガス自動車停車位置にガソリンが流入しないよ

うな傾斜をつけることが重要であるとされた。そこで、天然ガス自動車停車位置にガソ

リンが流入しないようにするために数値シミュレーションで検証を行い、想定されるレ

イアウト毎の適切な傾斜の向き及び勾配について検討を行った。 

給油取扱所のコンクリート床面上をガソリンが流出した場合を想定し、流出方向とコ

ンクリート床面の傾斜の向き及び勾配との関係により、流出範囲がどのように変わるか

を検証した。 
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4.6.2 計算条件・方法 

  検証はコンクリート床面上の流れとした三次元モデルにより、流出面積及び流出範囲

の形状を求める。ケースパラメータとしてはコンクリート床面の傾斜角および流出方向

を変化させ、それによる流出範囲の違いを評価した。 
 
 
Ⅰ 自然流下状況確認 

 

Ⅱ 下流側からの遡上範囲確認 

 

Ⅲ ２方向勾配の効果確認 

 

Ⅳ 障壁と平行に流出する場合の遡上範囲確認 

 

図 24 想定する流出イメージ図 

 

○ノズルの想定口径 

 ガソリンの流出源形状は給油ノズルを想定し、内径 28ｍｍφと同じ面積を持つ断面から

流出することとした。 
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○解析モデルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 解析モデル図 

 

○流出方向及び床面に勾配の条件を表 12に示す。 

表 12 シミュレーションの実験条件 

実験内容 流出方向 
床面の勾配 

X軸 Y軸 

Ⅰ 流出範囲の確認実験 

Ⅰ－１ 

勾配の低い方向 

1/100 

0 

Ⅰ－２ 1/75 

Ⅰ－３ 1/50 

Ⅰ－４ 1/25 

Ⅱ 下流側からの遡上範

囲確認実験 

Ⅱ－１ 

勾配の高い方向 

1/100 

Ⅱ－２ 1/75 

Ⅱ－３ 1/50 

Ⅱ－４ 1/25 

Ⅲ ２方向勾配の効果確

認実験 

Ⅲ－１ 

X軸勾配の低い方向 

1/100 1/100 

Ⅲ－２ 1/75 1/75 

Ⅲ－３ 1/50 1/50 

Ⅲ－４ 1/25 1/25 

Ⅳ ガソリンが障壁と平

行に流出する場合の流

出範囲確認実験 

Ⅳ－１ 

障壁方向 

1/100 

0 
Ⅳ－２ 1/75 

Ⅳ－３ 1/50 

Ⅳ－４ 1/25 

 

勾配方向 

ｘ 

ｙ 
ｚ 

0.05m 



43 
 

（４）計算条件を表 13に示す。 

表 13 計算条件 

項目 内容 備考 

ソフトウェア Advance/FrontFlow/red  

流体モデル 自由表面を考慮した非圧縮性流体  

乱流モデル 標準 k-εモデル  

境界条件   

 ・地表面 壁関数（対数則） 摩擦を考慮 

 ・流出口 流出速度：50L/min（約 1.06m/s)）  

計算時間 液面が定常状態になった時点から停止し、液が

なくなるもしくは停止するまで 

 

物性値   

  密度 783[kg/m3] JIS 規格で 15℃にお

ける上限値 

  粘性係数 488×10-6[Pa･s] 引用元[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]http://ob3.aitai.ne.jp/~kinosita/lecture/ryuutairikigaku/neturyuutai%281shou%29.pdf 
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4.6.3 計算結果             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パターンⅠ－１、パターンⅠ－2ともに、10分間の流出を想定するも、定常状態にはな

らなかったが、一定時間後はそれ以上の広がりは比較的少ないものであった。 

図 26 パターンⅠ－1計算結果 図 27 パターンⅠ－2計算結果 
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※パターンⅡ－１、パターンⅡ－2ともに、６分～７分流出したところで、ほぼ定常状態と

なった。 

図 28 パターンⅡ－1計算結果 図 29 パターンⅡ－2計算結果 
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※パターンⅢ－１、パターンⅢ－2ともに、3分～4分流出したところで、ほぼ定常状態と

なった。 

図 30 パターンⅢ－１計算結果 図 31 パターンⅢ－2計算結果 
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※パターンⅣ－１、パターンⅣ－2ともに、４分間流出したところでほぼ定常状態となった。 

※「給油取扱所のプール火災が液化水素貯槽に及ぼす影響に関する検証業務成果報告書」

平成 27 年３月より抜粋（消防庁危険物保安室） 

 

図 32 パターンⅣ－1計算結果 図 33 パターンⅣ－2計算結果 
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4.6.4 考察 

シミュレーションの結果を踏まえた停車位置の検討 

（１）パターンⅠ 

傾斜が１／100 及び１／75 の場合は、一定時間後の流出幅の広がりは比較的少ないも

のであった。また、傾斜が比較的緩やかである 1/100 及び 1/75 の条件下においては、流

出に対する横幅は勾配の影響をあまり受けないことが分かった。 

 

（２）パターンⅡ 

  傾斜が１／100及び１／75の場合は、流出幅は６分～７分流出したところで、ほぼ定

常状態となり、下流側への拡散となった。また、傾斜が比較的緩やかである 1/100 及び

1/75 の条件下においては、流出に対する横幅は勾配の影響をあまり受けないことが分か

った。 

 

（３）パターンⅢ 

傾斜が１／100及び１／75 の場合は、流出幅は３分～４分流出したところで、ほぼ定

常状態となり、下流側への拡散となった。また、パターンⅠ及びⅡと比較して、斜め方

向の勾配が大きいため、流出に対する横幅は勾配の影響を受け、勾配が大きいほど横幅

が小さくなることが分かった。（図 30、図 31参照） 

 

（４）パターンⅣ 

傾斜が１／100及び１／75 の場合は、流出幅は４分間流出したところで、ほぼ定常状

態となり、下流側への拡散となった。また、傾斜が比較的緩やかである 1/100 及び 1/75
の条件下においては、流出に対する横幅は勾配の影響をあまり受けないことが分かった。 
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○（天然ガス自動車の適切な停車位置） 
×（天然ガス自動車の下部へガソリンが流入する） 

（５）レイアウトの考え方について 

（１）から（４）のシュミレーションの結果から、給油設備、天然ガスディスペンサー

や停車スペースのレイアウトについては、流出したガソリンが天然ガス自動車の下部に

流入しないよう、地盤面の傾斜を考慮して決定する必要がある。 

 以下にシュミレーション結果に基づく具体的なレイアウトの考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34 各パターンのガソリン流出イメージ 

 

  また、傾斜の他、給油設備等を設置するアイランドや溝の設置等の物理的な方法によ

り、流出したガソリンが天然ガス自動車下部に流入しないような措置を講ずる方法も考

えられる。 
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第５章 講じるべき安全対策のあり方 

5.1 基本的な考え方 
  天然ガスの充てんのための停車スペースと給油のための停車スペースの共用化に必要

な安全対策について、基本的な考え方は次のとおりである。 
   

① 海外の実態調査及び国内の事故統計の分析に基づき、セルフサービススタンドと

同等の安全対策（緊急離脱カプラーや緊急停止スイッチ等の設置）を講じることで、

ガソリンの流出を最小限に抑える。 
② 想定される事故を踏まえた検討及びシミュレーションによる検証に基づき、天然

ガス自動車の下部にガソリンを流入させない措置（傾斜又は溝の設置等）を講じる。 
③ 想定される事故を踏まえた検討及び実証試験に基づき、①のハード対策とともに、

定期点検、荷卸し中の監視等の既に実施することとされているソフト対策を徹底す

る。 
 
 

5.2 ガソリン流出の予防対策 

  基本的な考え方①に基づき、セルフスタンドに求められている安全対策設備の中で、

以下の対策を講じることが適当である。 

 

（１）非ラッチオープンノズル又は脱落時に給油を自動的に停止する構造のラッチオープ

ンノズルの使用 
 

【非ラッチオープンノズル】 
非ラッチオープンノズルとは、ノズルの手動開閉装置を開放状態で固定できないもの。 

【脱落時停止制御装置】 

  給油ノズルが脱落した場合に、給油を自動的に停止する構造である。具体的な例とし

ては、給油ノズルが給油口からの離脱又は落下した時の衝撃により、手動開閉装置を開

放状態で固定する装置が解除される構造等がある。 

 

（２）満量停止機能を有する給油ノズルの使用  

  給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する

構造のものとする。 
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（３）緊急離脱カプラーの設置  

  給油ホースに設置された緊急離脱カプラーが機能することで、ガソリンの流出量を低

減できる。 

【緊急離脱カプラー】 

固定給油設備のホースに一定以上の引張力が加わった際に、せん断ピンが分離するこ

とで、ホースが分離し、上流側も下流側も弁が閉止する。 

 

図 35 緊急離脱カプラーの構造例（提供：日本ガソリン計量機工業会） 

 

（４）過剰な給油を自動的に防止できる措置 

  １回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造の固定給油設

備とすることで、ガソリンの流出量を低減することができる。 

 

（５）感震器等の設置 

 ・感震器を設置し、感震器からの信号で給油ポンプ停止 

 ・固定給油設備の振動を感知して、緊急遮断弁が停止 

 ・固定給油設備に送油する配管に可とう管継手を設置 

   上記いずれかの対策をとることで、固定給油設備に車両が衝突し、破損した場合の

ガソリンの流出を低減することができる. 
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【感震器】 

震度５強 ※以上の揺れを一定時間感知して自動的に給油を停止する（転倒の際も 30°

以上傾くと作動する）。※240～520gal 

 

図 36 感震装置の構造例（提供：日本ガソリン計量機工業会） 

 

【遮断弁】 

固定給油設備に逆止弁を取り付け、固定給油設備が転倒等をした場合でも、一定量（逆

止弁の下流側に溜まっている危険物）以上の危険物が流出しないように弁が閉じる。 

 

図 37 遮断弁の構造例（提供：日本ガソリン計量機工業会） 
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【可とう管継手】 

固定給油設備に危険物を流入する配管に可とう管継手を設置し、固定給油設備が一定

程度変動しても配管から危険物が流出しないようにする。 

 

図 38 可とう管継手の構造例（提供：日本ガソリン計量機工業会） 

 

（６）衝突防止措置 

  自動車の給油設備への衝突防止のため、ガードポールを設置することで、ガソリンの

流出を抑えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 39 ガードポール設置イメージ 

 

（７）緊急停止スイッチの設置 

  固定給油設備付近及び固定給油設備から離れた場所に当該固定給油設備の緊急停止 

スイッチを設置することで、ガソリンの流出量を低減することができる。 

 

（８）姿勢検知機能を備えたノズルの使用 

ノズル管先端が 20 度以上上向きになると、姿勢検知センサーが作動して吐出が停止す

る機能を有することで、ガソリンの流出量を低減することができる。 

固定給油設備 

アイランド 
ガードポール 
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図 40 姿勢検知機能を備えたノズルの例（提供：日本ガソリン計量機工業会） 

 

（９）ハード対策の適用範囲 

（７）の対策は、ガソリンを取り扱う固定給油設備付近及び事務所等の災害の際に速や

かに操作することができる箇所に設置する必要がある。（７）以外の対策はガソリンを取

扱う固定給油設備に設置する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20° 
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5.3 ガソリン流出時の天然ガス自動車下部への流入防止措置 

 床の傾斜の方向、勾配、溝及びアイランド等の物理的な障壁等に応じ、天然ガス自動

車及びガソリン車の停車位置の離隔距離を考慮することで、流出したガソリンが天然ガ

ス自動車の下部に流入するのを防止する。 

 以下にレイアウト例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41 想定されるレイアウト 傾斜を設ける場合 
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図 42 想定されるレイアウト 傾斜と溝を設ける場合 
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5.4 その他 

 機器の不具合によるガソリンの流出や、荷卸し中のガソリンの流出を防止することが必

要になるため、以下に示す既に実施することとされているソフト面の対策を徹底すること

が適当である。 

 

（１）定期点検の徹底 

   4.5.において、長年使用された機器に対して、新品時に行う試験確認と同様の試験

を実施したところ、漏えい量を抑える基本的な性能は有しているものの、一部の試験

体では試験確認基準を下回る結果となった。定期点検を適切に実施し、異常を確認し

た場合は速やかに適切な改修を行うことや、メーカーの推奨する定期交換時期を参考

としたメンテナンスを行うことにより、ガソリンの流出を抑えることができる。 

 

（２）荷卸し中の監視の徹底等 

   荷卸し前のタンクの空き容量や荷卸し量の確認、荷卸し中の監視を徹底する等によ

り、ガソリンの流出を抑えることができる。 

 

（３）災害その他の非常の場合に取るべき措置等の予防規程への記載の徹底 

   緊急停止スイッチの操作や当該措置に関する従業員への保安教育等について、予防規

程への記載を徹底することにより、ガソリンの流出量を低減することができる。 

 



58 
 

第６章 まとめ 

 

天然ガスの充てんのための停車スペースと給油のための停車スペースを共用化する場合

の火災危険性を踏まえ、必要な安全対策のあり方について検討を行った。海外の実態調査、

国内の事故統計による分析、想定される事故シナリオを踏まえた検討、試験やシミュレー

ションによる検証に基づき、次のとおり整理した。今後は、本検討で得られた結果に基づ

き、消防法令の基準の整備等、所要の措置を講じていく必要がある。 
 
１ セルフサービススタンドと同等の安全対策（緊急離脱カプラーや緊急停止スイッチ等

の設置）を講じることで、ガソリンの流出を最小限に抑える。 
 
２ ガソリン流出時に天然ガス自動車の下部にガソリンが流入しない措置（傾斜又は溝の

設置等）を講じる。 
 
３ 既に実施することとされている定期点検や荷卸し中の監視等のソフト対策を徹底する。 
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規制改革実施計画（平成25年６月14日閣議決定） 

№ ６８  

○ 事項名 

天然ガス充てん設備を併設した給油取扱所における天

然ガス自動車とガソリン自動車の停車スペースの共用化 

○ 規制改革の内容 

消防庁は、天然ガス自動車の普及拡大を図るべく、ド

イツ等諸外国の事例を踏まえ、天然ガス充てん設備を併

設した給油取扱所において、天然ガス充てんのための停

車スペースと給油のための停車スペースを共用化するた

めの方策につき、経済産業省及び事業者を含めた検討会

において検討し、結論を得る。 

○ 実施時期 

平成25年度検討開始、平成27年結論、結論を得次第措

置 

○ 所管省庁 

総務省 

経済産業省 
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平成２５年６月５日 第１２回規制改革会議 配布資料「国際先端テストのとりまとめについて」（抜粋） 

URL：http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130605/agenda.html 

参考２ 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130605/agenda.html


 
 
 



1

フルサービススタンド

平成23年 事故概要 流出量（L）

1

　軽油の固定給油設備からミニローリーに給油中、その場を離れたため軽
油が溢れ出した。給油ノズルの漏れ防止弁が働かなかった。漏えいした量
は約１００ℓ。尚、取扱った者が無資格者にも関わらず、危険物取扱者の立
会いはなかった。そして、直ちに給油を停止し、溢れた軽油をウエスで吸
着、その後水で流した。事故から４日後に当該給油取扱所から消防署へ
連絡してきた。

100

2
　従業員が、固定給油設備から軽四輪トラックの荷台に積載したドラム缶
に注油中、その場を離れたため、軽油約５０リットルが流出したもの 50

3

　荷降ろしのため当該給油取扱所に来所した移動タンク貯蔵所が、後進し
た際に固定注油設備に接触、固定注油設備を破損させ、内部の配管が破
断し灯油が流出したものである。

0.5

4

　給油のために来店したタクシーに対し、従業員が車両給油口にノズルを
差し込んだが、他に給油に来ていた車に対応していたため、給油は未だ
開始していなかった。その間、タクシー運転手は車両から離れており、戻っ
てきた時には、給油が既に終わったものと勘違いし、給油口にノズルが差
し込まれたままなのに気が付かずにタクシーを発進させ、給油ホースに急
激に引張力が加わってノズル付近で断裂し、ホース内に残留していたガソ
リン約0.5リットルが、給油取扱所一般土間上に流出したものである。

0.5

5

　従業員が自家用車で出勤した際に自家用車を駐車しようとブレーキを踏
んだが、積雪により車輪がスリップしたために停車できず、固定注油設備
のドロップパイプケース部分に接触し、この衝撃により固定注油設備内部
の配管（ベンド管）２本を折損したもの。さらに固定注油設備の動作状況を
確認しようと注油ノズルを持ち上げたところ、ポンプが作動して配管の折損
部分より灯油が流出したものと思慮される。

10

6

　固定注油設備から容量１，９００ﾘｯﾄﾙの移動ﾀﾝｸに充填中、注油ノズル
のオートストップ機能を利用し、その場を離れたため何らかの要因により
排水溝を経由し太田川に流出したもの。事故発生時、行為者は営業準備
や接客を行っており、営業部長より灯油が漏えいしていると報告をうける。
消防等到着まで特に緊急措置は取っていなかった。注油ノズルのオートス
トップ機能は機能せず。消防への通報は、排水路に油が流れているのに
気付いた付近施設の職員。

20

7
　給油取扱所で移動タンク貯蔵所に軽油を注入中ノズルをロックしその場
を離れたところ，ノズルがはずれ軽油が流出し付近の河川に拡散した。 100

8

　工事業者により、計量機交換とそれに伴う配管工事のため、配管圧力検
査を実施したところ、圧力ゲージが上がらないとの報告があった。配管か
らの危険物流出の可能性があるため、配管をはつり調査するよう指示。調
査したところ、レギュラー及びハイオクガソリンの配管（計２本）にピンホー
ルができていることが判明した。

不明

9
　給油に来店したお客が車を後進させた際、アクセルとブレーキの踏み間
違えにより計量機に衝突転倒させ、ガソリン約10リットル流出させたもの。 10

給油取扱所における流出事故一覧（平成23～25年）

参考３ 
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10

　給油取扱所の従業員（27歳）が、顧客の乗用車の給油口に給油ノズルを
差し込み給油を行っていたところ、燃料タンク内のガソリンが満量になった
にもかかわらず給油が継続され、その場を離れて別の作業を行っていた
当該従業員が気づくまでの間、給油口からガソリンが流出したものであ
る。

不明

11

事故者が、自家用車を前進しようとしたところ、誤ってバックギヤの状態で
アクセルを踏んだため、付近にあった固定注油設備に衝突し、当該設備
等を破損、灯油が流出したもの。

1.2

12
　ミニローリーに軽油を注油中、その場を離れたため、ドレンコックの閉め
忘れ部分からの流出を見逃し、道路へ流出させたもの。 70

13

　給油取扱所に設置してある灯油用固定注油設備にて従業員A（以下A）
がミニローリー（自社所有）に注油中、その場を離れ事務所で作業を行っ
ていたところ、一般車両に給油を行っていた従業員B（以下B）がミニローリ
-の方向を見ると、ノズルが地面にあり、灯油が噴出していた。BはすぐにA
を呼び、Bはすぐにノズルをミニローリーへ注油（このときミニローリのタン
クは空であった。）、Aは油処理剤を撒いた。また、漏れた灯油は油分離装
置から道路排水溝へ流れていたので、土とオイルマットで流出拡大を阻止
し油処理剤で処置した。なお、流出した量は１５６リットル(油分離装置分も
含む）である。
　消防機関へ当給油取扱所所長より一般電話で危険物流出事故の連絡
あり。

156

14

　事故者が、給油後車両を右旋回させた際に車両後部を固定給油設備に
接触、さらに誤って車両を後進させて、固定給油設備を破損させたもの。
固定給油設備ピット内に、軽油０．３L漏えい。 0.3

15

　給油取扱所の経営者から「ガソリンスタンド事務室の屋根の上を通って
いる配管にガソリンが漏えいした跡を発見したため、ポンプを停止し、すぐ
に営業を中止した。」との通報あり。懸垂式ガソリン用固定給油設備に接
続されているポンプから給油設備の間の地上配管（鋼管呼び径３２Ａ）溶
接部分が薄くなっており、同箇所から気泡が出ていることを確認、漏えい
箇所であると確定する。

不明

16
 バイクに給油中、バイクの燃料タンク下部から燃料が漏れだしたもの。

3

17
 固定給油設備よりオートストップ機能付きノズルにてトラックに給油中、
オートストップ機能が作動せず、軽油が漏えいしたもの。 25

18

　給油するため、懸垂式固定給油設備のノズルをおろしたところ、ホース
のノズル付近から、軽油約１リットルが流出し、応急的に針金でホースを
縛り流出を止めたもの。その後、給油に立ち寄った消防職員が現場を確
認した。

1

19

　給油取扱所の固定注油設備から移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクに
灯油を注油中、その場を離れ接客業務をしていた為、移動貯蔵タンクの上
部マンホールより灯油があふれ、油分離槽から河川に流出したもの。尚、
固定注油設備の注油ノズルの自動停止装置については、以前から調子
が悪く、止まらなかったことがあったものの修理していなかったもの。

100

20

　給油取扱所従業員が顧客の普通乗用車に給油中、クレジットカードを返
戻したため、顧客が給油が完了したものと勘違いし車両を発信させたた
め、給油ホースを破断し、ガソリンが給油取扱所敷地内に約１５L流出した
もの。

15

21

自動車にガソリンを給油後、給油口からノズルを引き抜いた際、誤って給
油レバーを握ってしまったため、ノズルからガソリンが約０.３リットル流出し
た。 0.3
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22

　フルサービスの給油取扱所において、従業員が給油作業中、満タンに
なってもガソリンの流動が停止せず、給油空地内にガソリン約１０リットル
を流出したもの 10

23

　当該給油所管理者が、顧客にレギュラーガソリンを３９リットル給油し自
動閉鎖装置が作動、給油を終えた。顧客が給油終了を確認したところ給
油終了を告げ、給油口にノズルが差しこまれていることを確認せずに事務
所にボールペンを取りに行ったため、顧客は車両を発進させた。そのた
め、ノズルが給油口にひっかかりノズル先端から約４．８ﾒｰﾄﾙ付近が破断
音を発して破断、ガソリンが懸垂式固定給油設備から約１５リットル噴出、
気づいた管理者はただちにポンプの電源を遮断した。

15

24

　給油口からノズルが逸れた弾みで、車のボディへガソリンが当たり、その
反動でガソリンが飛散した。 不明



4

フルサービススタンド

平成24年 事故概要 流出量（L）

1
　懸垂式固定給油設備にて給油中の車両が、給油が終わったものと思い
込み、車両を移動させたため、給油ホースから危険物が漏えいしたもの。 7

2
　トラックに給油中、取扱者が給油ノズルの差し込みが不十分だったこと
に気付かず、その場を離れたため給油ノズルが燃料タンクから外れたた
め軽油が漏れ出し、運転者にも飛散したもの。

10

3

　給油取扱所脇の排水路に油膜（排水路幅1.4ｍ×長さ21ｍ）が確認され
た。調査の結果、4月16日給油取扱所の固定給油設備ポンプ軸からガソリ
ンが流出していることが確認できた。流出したガソリンはアイランドピットか
ら地中に浸透し、給油取扱所脇の排水路に拡大したと考えられる。固定給
油設備流量計の一次側からの流出であり、在庫管理表との比較が困難な
状況から流出発生日及び流出量は特定できない。

不明

4
　給油中、給油ノズルの満量停止装置が作動せず、ガソリン約３０リットル
が漏洩したもの。 30

5
　来店した車両に従業員が給油中、懸垂式固定給油設備からガソリンの
滴下流出を確認したもの。 0.5

6
　ハイオク給油中に「エアがみ」を感じ、使用を休止した。計量器メーカー
が来所し、配管からの漏えいを発見。計量器下部の配管から漏えいした
模様。

1

7
　自家用給油取扱所において、ポータブル計量機（軽油494リットル）に車
両が衝突したことにより、当該計量機が転倒し、通気管から軽油約10リット
ルが給油取扱所の敷地内へ漏えいした。

10

8
　営業用給油取扱所の懸垂式固定給油設備から給油中、当該設備の
ホースより噴霧状のガソリンが漏洩した。 0.2

9
　固定注油設備から移動貯蔵タンクへ灯油を注油中、その場を離れ他の
一般車両へ給油していたところ、移動貯蔵タンクが満量になり、あふれ出
たもの。

110
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フルサービススタンド

平成25年 事故概要 流出量（L）

1

　屋外給油取扱所の固定注油設備から移動貯蔵タンクへ注油中に来客対
応でその場を離れたため、ノズルのオートストップ機能の不作動に対処で
きず、また発見が遅れたため灯油約３７０リットルを流出させたもの。同取
扱所内には消雪用の水が撒かれていた為、一部の灯油が排水溝を越え
て敷地外へ流出した。事故当事者及び取扱所職員で油処理剤及び吸着
マットで応急処置を実施。事故当事者からの連絡で上司がすぐに一般加
入電話にて消防へ通報。本事案における負傷者等はなし。

370

2

　給油取扱所の固定注油設備において、移動タンク貯蔵所（２キロリット
ル）への荷積み中、その場を離れたため、ノズルのオートストップ機能が作
動せず過剰注入になたことに気付かず、敷地内に灯油が約３００リットル
漏えいした。漏れた灯油は、油水分離槽内に収まった。

300

3
給油取扱所内で固定注油設備にて灯油をミニローリーに注油作業中、取
扱者がその場を離れノズルが落下し、灯油が施設外へ流出したもの。 140

4

（１）普通乗用車が、給油取扱所に隣接した駐車場から給油取扱所内の洗
車場に移動しようと後退したところ、車両後部が固定給油設備に衝突し、
破損した固定給油設備内に漏出油が滞留
（２）発生前は、通常運転中。発生後は破損した固定給油設備のみ停止
（３）固定給油設備１基破損
（４）破損した固定給油設備の使用停止及び当該固定給油設備周囲の安
全確保
（５）安全装置等の作動なし
（６）従業員からの加入電話により覚知
（７）死傷者なし

9

5
給油取扱所において給油ノズルが給油口に入ったまま車両が発進したた
め、計量機のホースの根元が破損しガソリン(約１リットル)漏洩。 1

6
給油取扱所の固定注油設備から、移動タンク貯蔵所に軽油を充填中に流
出したもの。 179

7

大型トラックが給油後、車両を右前方に移動させた際に車両後部左側を
固定給油設備に接触させ、ホース接続部の配管が破損、ホース等が落下
し、軽油約1リットルが流出したもの。なお、流出油は吸着マット等により処
理。

1

8
運転操作を誤って施設内に入ってきた軽乗用車が固定給油設備を倒し、
設備内ホースに残っていたガソリン約１リットルが施設内土間に漏洩した
もの。

1
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9

給油取扱所にて自動車にガソリンを給油後、給油口に差し込まれていたノ
ズルを抜く前に自動車の運転手が車両を発車させたため、ノズルが引っ
張られ、固定給油設備のホースとノズルの結合部が破損し、ガソリン１リッ
トルが流出したもの。

1

10

懸垂式の固定給油設備から車両にガソリンを給油中に、ノズルを差し込ん
だまま車両が3メートルほど前方へ移動した。その際に、ノズルは外れず、
ホースが引っ張られた状態となり、ノズルとホースのつなぎ部分からガソリ
ンがにじんできたもの。

0

11

従業員が車両に給油中、当該給油中の車両から離れたところ、給油ノズ
ル機能オートストップの不具合により燃料タンクからガソリン約２リットルが
給油空地に漏れ油水分離槽まで流失した。当該給油取扱所の検査をして
いた消防吏員が現認し、従業員にガソリンをふき取るよう指示し措置をし
た。

2

12 ノズル操作不適により軽油が流出したもの。 60

13

営業用屋内給油取扱所において、乗用車に給油をしていたところ、乗用車
がエンジンをかけ発進したため、給油ホースが著しく引っ張られ、ホースの
手元スイッチの信号線が遮断し給油ホース内に引き込まれ、信号線パッ
キン穴からホース内のガソリン約1リットルが流出したもの。

1

14
給油中の車両がノズル管を差し込んだままの状態で運転操作を誤り前進
したことにより、固定給油設備のエルボ部分が根元から破損し、破損部分
からレギュラーガソリンが流出したもの。

10



7

セルフスタンド

平成23年 事故概要 流出量（L）

1
　セルフスタンドで顧客が灯油を注油中にノズルとホースの結合部より灯
油が若干量流出したもの。 1

2
　顧客が、当該設備にて軽油を給油中、当該燃料タンクから軽油がオー
バーフローし、さらにノズルからの軽油供給が止まらなかったため、約１５
リットル（推定）の軽油が周辺に溢流したもの。

15

3

　給油取扱所（セルフ）内において、車両給油中に給油者が、ノズルレ
バーにストラップを引っ掛けトイレに行っている最中にガソリン（３０センチ
メートル×５メートル・約１０リットル）が噴出し漏えいする。給油者は車両
に戻った後、漏えいを確認したのにもかかわらずその場を立ち去る。その
後給油者は、１１９番通報を行う。監視者は、監視室でモニターによる監視
を行っていたが気がつかなかった。消防隊到着後、監視者は事故発生に
気づき洗浄作業を行う。

10

4
　セルフスタンドにて普通自動車に給油した後、従業員がタイヤの空気圧
をチェックしていた際、ガソリンの漏えいを発見。油吸着マットで漏えいガソ
リンの回収を実施、乾燥砂を用意。消防機関に通報したもの。

1

5
　監視カメラで確認したところ、顧客が車両に給油中、ガソリンを満タンにし
ようとノズルを引き抜き再度給油しようとしたため溢れたものと推定する。 不明

6
　乗用車にガソリンを給油したところ、乗用車の給油口からガソリン約２L
がふきこぼれたもの。 2

7
　当該セルフスタンドにおいて、顧客がガソリンを給油中に車両下部から、
ガソリンが漏えいしたもの。 1

8

　事故発生当時、３名の従業員が勤務。従業員①は制御卓で監視業務を
行っていた。従業員②は洗車業務に従事し、従業員③は休憩中。
　従業員①が客Ａに呼ばれて制御卓を離れている間に、客Ｂ（給油許可済
み）が未就学児bに給油中のノズルを保持させた。bは突然ノズルを引き抜
き、ガソリン約0.1リットルを飛散させた。
　従業員①はbの「痛い」という叫び声で流出に気付き、制御卓に戻って緊
急停止ボタンを押した。
　その後、客Ｂが救急車を要請（119番）した。救急隊が現着し、流出事故
であることを覚知した。
　飛散したガソリンが当人の目に入り、当人は軽傷を負った。

0.1
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セルフスタンド

平成24年 事故概要 流出量（L）

1

　屋外給油取扱所（セルフ時間帯）で成人男性が給油を行った際に、給油
ホースの亀裂からガソリン10リットルが漏洩したもの。漏洩発見後直ちに
従業員により漏洩した固定給油設備の運転を停止し119番通報を行う。到
着した警防隊員が油処理剤により漏洩したガソリンを処理。

10

2
　２４時間営業のセルフ式営業用給油取扱所において、固定給油設備の
ホースが破損し、ガソリン約０．３リットルが流出した。 0.3

3

　セルフ式屋外給油取扱所において顧客がハイオクガソリンを給油中、満
量停止装置が機能したのちに継ぎ足し給油を行う。継ぎ足し給油中に誤っ
てラッチを固定してしまい、そのラッチが固くて容易に解除できない状態と
なり、ガソリンが７．２リットル施設内に流出したもの。流出中、緊急停止の
措置はとられていない。ラッチを見分したところ、回転軸の腐食（さび）によ
り動作不良を起こしたことが判明した。覚知は給油者である者が消防機関
に駆け込み通報を行った。この事故による死傷者は発生していない。

7.2

4

　セルフスタンドで顧客が給油中に、顧客の子供が車外に出て、給油中の
ノズルを外したため、レギュラーガソリンを頭部から全身に浴び負傷（軽
症）し、地盤面にも漏洩したもの。 0.2

5

　顧客がスクーターにレギュラーガソリンを給油したところ、給油ホースに
生じていた亀裂部分よりガソリンが噴出し、顧客の衣服等に付着するとと
もに、給油空地に約１．１１リットルが漏えいしたもの。インターホンで呼ば
れた危険物取扱者のアルバイト従業員がノズルスイッチを押してガソリン
を止め、顧客からノズルを受け取り、ノズルハンガーに戻した。漏えいした
ガソリンはウエスでふき取り、処理した。消防機関へは後日、給油取扱所
のエリアマネージャーが加入電話で通報してきた。

1.1

6

　セルフ式屋外給油取扱所において、給油中の顧客の誤操作により軽油
約２．０Ｌを給油空地に漏洩させたもの。本件、漏洩後一時間ほど経過した
後に実施された１１９番通報により、その発生が発覚した。 2

7

　一般客がセルフスタンドで給油作業後、ノズルを固定給油設備に戻す
際、レバーを握ってしまいガソリンがおよそ１リットル流出、その際自身の
顔面から上半身にかかってしまう。従業員がすぐに洗面所に案内し顔面
等の洗浄をしたが、左眼の痛みが発生した為救急要請（消防覚知１４時１
８分）となる。

1

8

　給油取扱所（セルフ）で顧客（73歳女性）が、自家用車に給油後、給油ノ
ズルを戻す際、誤ってレバーを握ったため、ガソリン（約0.2リットル）を顔面
及び被服に浴び、眼部の痛みを発症して救急要請となったもの。（不搬
送）

0.2

9
普通乗用車により給油ホースが破断され、給油ホース内に残っていた軽
油約１リットルが流出したもの。 1

10
車３台による事故で、固定給油設備に衝突し、固定給油設備内の配管か
ら軽油約１リットル流出した。 1



9

セルフスタンド

平成25年 事故概要 流出量（L）

1
　屋外給油取扱所（セルフ）内において、固定給油設備の点検を実施した
際、固定給油設備のポンプシャフトの接合部付近からガソリンが漏洩して
いるのを確認。

不明

2

　顧客が自ら給油等を行なう給油取扱所（セルフ給油取扱所）において、
男性が給油するために、ノズルを固定給油設備から抜き取り、車両の給
油口に振り向いた際に、ノズル内に残存していたガソリンが若干飛散し、
近傍にいた当該男性の子供の目に入ったもの。

0.05

3
　セルフ給油所の固定給油設備で顧客がガソリンを給油中、固定給油設
備のホースの亀裂（約３㎝）からガソリン約１０リットルが流出したもの。 10

4

　給油作業完了時に給油ノズルを固定給油設備に戻そうとしたところ、初
めての給油作業であったため、誤ってレバーを握ってしまったことで、ガソ
リンが流出し、顧客2名と給油の補助を行っていた従業員にガソリンがか
かったもの。なお、従業員（危険物取扱者）が給油作業の補助に直接あ
たっていた。

0.1

5

　セルフガソリンスタンドで客が乗用車に給油していたところ、満タンになっ
てもノズルのトリガーが自動解除せず給油口からガソリンが流出した。溢
れ出たガソリンは、約０．２リットル程度で、コンクリートの上にに飛散した
が、従業員がウエスにより拭き取り処理した。客が所轄の消防署へ連絡、
通報した。

0.2

6
　普通乗用車が、何らかの理由により給油取扱所内の計量機に激突して
計量器が破損、内部配管が変形、レギュラーガソリン及び軽油が計量機
内部の配管接続部から少量漏れているのを確認したもの。

0.1

7
　顧客自らが自家用軽自動車に給油を開始した直後、車両の給油口付近
からガソリンが吹きこぼれ約５０ml流出するとともに、付近にいた子供の頭
頂部にかかり軽症を負った。

0.5

8
　セルフのガソリンスタンドにおいて、利用客が自動車に軽油を給油する
際に、給油が終わりかけたところの残り若干量を数回に分けて入れていた
ところ、軽油1リットルをあふれさせたもの。

1

9

　セルフスタンドで，顧客が普通自動車に給油しており，約７０リットル給油
した頃にガソリン約２リットルが給油口から流出したもの。流出に気付いた
行為者が，スタンド従業員に連絡し，従業員が流出したガソリンの洗浄作
業を行った。

2
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事 務 連 絡 
平成 26 年１月 31 日 

 

各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課 

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

消防庁危険物保安室 

 

 

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る 

安全対策のあり方に関する意見について（照会） 

 

 

 日頃より危険物の事故防止について、御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

給油取扱所内に天然ガス自動車の天然ガスディスペンサーを設置する場合、

万が一ガソリン流出事故が発生した場合における火災安全の観点から、危険物

の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号）第 27条の３第６項第４号ハ

（１）の規定により、天然ガスディスペンサーは給油取扱所の給油空地外に設

置することとされています。 

現在、消防庁では規制改革実施計画の閣議決定を受け、「天然ガススタンド併

設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策のあり方に関する検討会」

（第１回：平成 25 年８月 29 日実施）を開催し、天然ガススタンド併設給油取

扱所の停車スペースを共用化するために必要な安全対策のあり方について検討

しています。 

 つきましては、給油取扱所の給油空地内に天然ガスディスペンサーを設置し

た場合における火災リスクについて、各消防本部の意見を参考にしたく、下記

のとおり照会しますのでご協力をお願いします。 

 各都道府県消防防災主管課におかれては、貴管内市町村にもこの旨御連絡い

ただき、調査結果を取りまとめ御回答下さいますようお願いします。 

 

記 

 

１ 照会内容 

給油取扱所の給油空地内に天然ガスディスペンサーを設置することにより

想定される火災リスクについての意見をお願いします。 

照会内容の詳細は、別添を参照してください。 

御中 

参考４ 
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２ 回答要領 

（１）消防本部 

 別記様式に必要事項を記入の上、電子データにより都道府県消防防災主管

課まで回答してください。 

（２）都道府県 

 管内各消防本部（東京消防庁及び各指定都市消防部局を含む。）からの回

答をとりまとめ、電子データにより危険物保安室まで送信してください。 

 

３ 回答期限 

平成 26年２月 25日（火） 
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天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る 

安全対策のあり方に関する意見について 

記入要領等 

 
１ 本検討の経緯 

給油取扱所内に天然ガス自動車の天然ガスディスペンサーを設置する場合、

万が一ガソリン流出事故が発生した場合における火災安全の観点から、危険

物の規制に関する規則第 27条の３第６項第４号ハ（１）の規定により、天然

ガスディスペンサーは給油取扱所の給油空地外に設置することとされていま

す。 
 

 
一方、規制改革会議において、天然ガス充てんのための停車スペースと給

油のための停車スペースの共用化が国際先端テストの議題（参考：

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/tennen_kyouyouka/
01/shiryo1-4.pdf）として取り上げられ、平成 25年６月 14日に、「消防庁は、

天然ガス自動車の普及拡大を図るべく、ドイツ等諸外国の事例を踏まえ、天

然ガスディスペンサーを併設した給油取扱所において、天然ガス充てんのた

めの停車スペースと給油のための停車スペースを共用化するための方策につ

き、経済産業省及び事業者を含めた検討会において検討し、結論を得る。（平

成 25年度検討開始、平成 27年結論、結論を得次第措置）」ことが閣議決定さ

れたところです。 
これを受け、消防庁では「天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペー

スの共用化に係る安全対策のあり方に関する検討会」を開催し、天然ガスス

タンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化するために必要な安全対策の

あり方について検討しています（第１回は平成 25年８月 29日に開催）。 

別添 
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（参考：給油取扱所内に天然ガス自動車の天然ガスディスペンサーを設置する

場合のイメージ） 
 

 
石油系燃料の給油設備と天然ガスのディスペンサーが一体となった

マルチディスペンサー（ドイツ）（引用：日本ガス協会資料） 

 
 

 
石油系燃料の給油設備と天然ガスのディスペンサーが近接して設置

されている状況（アメリカ）  

天然ガスディスペンサー 石油系給油設備 

天然ガスディスペンサー 石油系給油設備 
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２ 本照会の目的 

消防庁としては、危険物の規制に関する規則第 27条の３第６項第４号ハ（１）

の規定による規制は、ガソリンの漏えいによる火災のリスクがある給油空地内

において、天然ガスを充てん中の天然ガス自動車が火災にさらされる危険を回

避するために必要なものであると考えています。 
当該規制を緩和する場合は、国民の安心・安全の質を下げることのないよう、

当該事故を回避するための措置が十分に講じられることが前提条件であるた

め、本照会では、天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化し

た際に想定される事故リスクについて網羅的に把握することを目的としてい

ます。 
 
３ 記入要領 

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化した際に想定さ

れる事故リスクに関する次の質問に対して、別記様式にご記入ください。 
特段の意見がない場合は“なし”とご記入ください。 
 

質問（１） 想定事故パターン 
次のア～オに示す想定事故パターン以外で、天然ガススタンド併設給油取

扱所の停車スペースを共用化した場合に想定される事故パターンを別記様

式の質問（１）欄にご記入ください。なお、ア～オの想定事故パターンにつ

いて追記すべき事項等についてご意見がありましたら併せてご記入くださ

い。 
 

ア 運転を誤って給油設備に車両が衝突し、反対側に停車中の車両がガソリ

ン火災で炎上する危険性 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給油設備 天然ガスディスペンサー 

天然ガス自動車 
給油設備 

給油設備からガソリンが流出 

地盤面の勾配 
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イ 給油中に車両誤発進によるホースの破断、給油設備の転倒などによりガ

ソリンが流出し、別の車両が炎上する危険性 

 
 

ウ ノズル、ポンプ等の給油設備の不具合などによりガソリンが流出し、別

の車両が炎上する危険性 

 
 

エ 過剰給油等の給油行為者の故意又は過失等によりガソリンが流出し、別

の車両がガソリン火災で炎上する危険性 
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オ 車両燃料系統の破損などによりガソリンが流出し、別の車両が炎上する

危険性 

 
 
質問（２） 消防活動への影響 
天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化した場合に想定

される消防活動への影響について、別記様式の質問（２）欄にご記入ください。 
（例） 
○ 給油設備等からのガソリンの流出・延焼に伴い、天然ガスディスペンサ

ーに設置してある水系の防消火設備が作動することで、ガソリンが拡散し、

延焼拡大する危険性がある。 
○ 天然ガス自動車の安全弁が作動し、強烈な火炎放射が発生した場合、消

防隊員が受傷する危険性がある。 
 
質問（３） 安全対策 
天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースを共用化した場合に追加

的に検討すべき安全対策について、別記様式の質問（３）欄にご記入ください。 
（例） 
○ 給油設備及び天然ガスディスペンサーの作用領域が重なるため、双方の

機器の性能（防爆）に関する再検討をする（防爆範囲の見直し）。 
○ 給油設備への衝突によるガソリン流出を避けるため、給油設備の周囲に

強固な安全バーを設置する。 
 
質問（４） その他 
検討の参考となるような事故事例や御意見があれば、別記様式の質問（４）

欄にご記入ください。 
（例） 
○ 従業員等が高圧ガス及び危険物の両方の知識が必要となる。 



質問（１）想定事故パターン 質問（２）消防活動への影響 質問（３）安全対策 質問（４）その他

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車ス
ペースを共用化した場合に想定される事故
パターン

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車ス
ペースを共用化した場合に想定される消防
活動への影響

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車ス
ペースを共用化した場合に追加的に検討す
べき安全対策

検討の参考となるような事故事例やご意見

8

消防本部名都道府県名

天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策のあり方に関する意見について（回答）

運転を誤って一体型給油設備に車両が衝
突し、反対側に停車中の車両がガソリン火
災で炎上する。

給油設備等からのガソリンの流出・延焼に
伴い、天然ガスディスペンサーに設置してあ
る水系の防消火設備が作動することで、ガ
ソリンが拡散し、延焼拡大する危険性があ
る。

・給油設備への衝突によるガソリン流出を避
けるため、給油設備の周囲に強固な安全
バーを設置する。
・給油設備及び天然ガス充てん設備の作用
領域が重なるため、双方の機器の性能（防
爆）に関する再検討をする。

平成２４年５月○日、○○市○○町○丁目
の給油取扱所でガソリンが２０L流出する事
故が発生

記入例 

別記様式 
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全国消防本部への意見照会の実施結果 

 
全国の消防本部７６７本部に意見照会を実施した。（照会文は参考４参照） 
消防本部から得られた回答はつぎのとおり。 
 

質問（１） 想定事故パターン 
 想定事故パターンの追加意見があった。 
 
想定される事故パターン（例） 

 
① 運転を誤って一体型給油設備に車両が衝突し、反対側に停車中の車両がガソ

リン火災で炎上する危険性 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

給油設備 CNG ディスペンサー 

CNG 自動車 
給油設備 

給油設備からガソリンが流出 

地盤面の勾配 

【意見】 
大型車が増加した場合の運転誤りによる衝突事故

増加の可能性について検討が必要ではないか 

【意見】 
近接設置された場合に給油設備と CNG ディスペ

ンサーを同時に破損・流出（噴出）させる事故の

可能性やその態様について検討が必要ではない

か 

参考５ 
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② 給油中に車両誤発進によるホースの破断、給油設備の転倒などによりガソリ

ンが流出し、別の車両が炎上する危険性 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

③ ノズル、ポンプ等の給油設備の不具合などによりガソリンが流出し、別の車

両が炎上する危険性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

マルチ・ディスペンサー 

CNG 自動車 

ガソリン自動車 

ノズルがホースから外れたり、ポン

プや満量停止装置（オートストッパ

ー）が機能しないことが停止せずに

ガソリンが流出 
地盤面の勾配 

給油設備 CNG ディスペンサー 

CNG 自動車 ガソリン自動車 

ホース破断部からガソリンが流出 地盤面の勾配 

【意見】 
地震による破損や経年劣化等による漏えい

等の原因による流出事故の可能性やその態

様についても検討が必要ではないか 
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④ 過剰給油等の給油行為者の故意又は過失等によりガソリンが流出し、別の車

両がガソリン火災で炎上する危険性  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 車両燃料系統の破損などによりガソリンが流出し、別の車両が炎上する危険

性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マルチ・ディスペンサー 

CNG 自動車 

ガソリン自動車 
ガソリンが流出 

地盤面の勾配 

マルチ・ディスペンサー 

CNG 自動車 

ガソリン自動車 燃料タンクが破損する等に

よりガソリンが流出 

地盤面の勾配 

【意見】 
給油行為以外に、携行缶等容器へ

の注入や二輪車への給油、ミニロ

ーリーへの注油等の行為も含め

て危険性の検討が必要ではない

か 

【その他の意見】 

・CNG ディスペンサー・CNG 自動車の火災による給油設備・ガソリン自動車への延焼危険性につい

ても検討が必要ではないか。 

・可燃性ガスの重さの違いによる防爆範囲の変化の影響等についても検討が必要ではないか 
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質問（２） 消防活動への影響（回答：９８本部） 
 以下の意見があった。 
＜消火方法について＞ 
○ CNG ディスペンサーと給油設備が接近して設置されることになるため、消火設備の作

用範囲が重なり、水系消火設備を危険物火災時に使用する等の延焼拡大要因が生まれてし

まう。 
○ セルフスタンドであれば、CNG ディスペンサーに設置してある水系の消火設備が作動

することで、火面拡大だけでなく、給油設備等に設置された固定式泡消火設備の消火能力

を低下させる恐れがある。 
○ 従業員が初期消火を行う際に、備え付けている消火設備の使用方法を間違えることに

より延焼拡大させる可能性がある。 
○ ガソリンとガスが同時に炎上した場合、双方に有効な消火薬剤を検討する必要がある。 
 
＜消防隊員の安全確保について＞ 
○ 危険物の流出、延焼に伴い CNG に引火した場合、急激に火災は発展し、消防活動が阻

害され、消防隊員が受傷する危険性がある。 
○ 安全弁作動時の強烈な火炎放射の程度が明確でないことから、最悪の場合は消防隊員

が致死する危険性も考えられる。 
○ 高圧ガス容器が破裂した場合、容器や車両の一部の飛散により消防隊員が受傷する危

険性がある。 
 
＜消防活動時の状況判断について＞ 
○ CNG 漏洩等に起因する火災とガソリン漏洩等に起因する火災では、消防戦術は大きく

異なるが、併設した所での火災の場合、どちらからの出火か見分けが困難なため、消火

が遅れる可能性がある。 
○ 事故時の消防活動については、ガス爆発を想定してしまうので、消防活動が抑制的に

なる可能性がある。 
○ 火災にならなくても、ガソリンと高圧ガスが同時に漏洩した場合、消防隊はガスに対

する装備でガソリンの処理をすることになる。 
○ マルチ・ディスペンサーの場合、車両燃料（石油系燃料と CNG 燃料）の判別に時間を

要すことから、消火活動の方針決定等、初動態勢に遅れが生じる。 
○ 併設のスタンドであることが消防隊にわかるような表示制度（サインポールなどでの

義務付け）が必要ではないか。 
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＜危険物とガスの複合災害への対応について＞ 
○ 初動体制時において、給油所の関係者から施設及び発災状況に関する正確な情報提供

があるか又は、情報提供をすることができるか懸念される。 
○ ガソリンが流出し CNG 自動車下で延焼した場合、安全弁作動が間に合わず CNG タン

クの爆発を考慮すると危険区域の設定が広範囲となり、消火活動、避難誘導及び交通整

理等支障をきたす恐れがある。 
○ 下方にはガソリン等の引火性蒸気、上方には圧縮 CNG が存することにより、接近不可

能。また、鎮圧、鎮火後の可燃性ガスの検知についても、範囲が広く立体的で困難であ

る。 
○ ガス測定器等により測定を実施しながらの消防活動及び、消火活動を行うとともに、

ガス爆発や、ガソリンなどの危険物施設への延焼拡大が考えられるため、近隣住民の避

難誘導も必要不可欠となり、先着隊の人員では対応できない場合が想定される。 
○ CNG 及びガソリンの同時漏えいに対する活動方法の確立 
 
 ＜火災性状について＞ 
○ 通常の車両火災では初期段階で消火可能であるが、CNG 自動車付近でガソリン火災が

発生した場合、短時間で突然大きな火炎が噴出するため、二次災害（複合火災）が想定

され消防活動が困難となり延焼拡大する。 
○ 停車スペースの共用化をし、ガソリンの漏えいにより CNG 自動車火災になった場合、

火炎が 10～15ｍ噴出するため、消火活動が遅れる可能性がある。 
○ CNG 自動車の下でガソリン火災が発生すると高圧容器の安全装置が作動し、噴出火災

が発生する。さらに容器の安全装置が間に合わず、高圧ガス容器が破裂するおそれもあ

る。 
○ 火を消した場合に、ガスがどの範囲まで拡散するか把握できない部分もある。 
○ ガスの引火爆発に伴い、アイランドに設置されている泡消火設備も有効に作動しなく

なるおそれがある。 
○ 事故等により、火災が発生した場合、CNG ディスペンサーが破損し、CNG が噴出す

ることで延焼拡大する危険性がある。 
○ 危険物計量機及びガスディスペンサー両方が車両衝突等により破損された場合、基本

的には従業員による緊急停止等措置が行なわれるが、何らかの事情で消防隊により緊急

停止等措置が行なわなければならない場合に 2 系統のシステム停止を要することから、

危険物及びガスの停止までに時間を要し、周囲への延焼等のおそれが高くなることが想

定される。 
○ 給油所での泡消火設備で火炎は消火されたとしても、CNG 自動車の安全弁が作動した

ままでガスが充満し、爆発する危険性がある。 
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質問（３） 追加的な安全対策として検討が考えられる事項 
 以下の意見があった。 
○ 給油設備への衝突によるガソリン流出を避けるため、給油設備の周囲に強固な安全バ

ーを設置する。 
○ 液化 CNG が気化した場合、空気より軽い気体であることから、防爆範囲の再検討や、

キャノピー・事務所等構造規制の再検討（上方へ拡散するためキャノピー下に滞留しな

いよう措置すること等）。 
○ 緊急時に連動して給油・CNG充てん両方の供給が停止できる安全装置（手動及び自動）。 
○ 地盤面傾斜等を利用して CNG ディスペンサー側にガソリン等の流出範囲の拡大を防

止する措置（例：地盤面は道路側に傾斜しているため給油設備を道路に近い側に設置す

る等）。 
○ 利用者の混乱を避けるため、標識・誘導員の配置、誘導路・設備の色など統一した色

彩表示等を行う。 
○ 自動消火設備を設置する 
○ 事故発生を顧客も含めた施設内の者に警告する設備（警告ランプ・サイレン等） 
 
質問（４） その他 
○ 従業員には危険物と高圧ガス両方の取扱いに係る教育が必要ではないか。 
○ 緊急時の対応等について予防規程には危険物と高圧ガス両方の事故に係る記載が必要

ではないか。 
○ 防爆の範囲等高圧ガス保安法上と消防法上の双方で考慮が必要な内容があるため、安

全審査等において調整する枠組みが必要ではないか。 
○ 防火塀の高さについて再検討の必要があるか検討が必要ではないか。 
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パターンⅠ―３ 

地盤面の傾斜の向き及び勾配によるガソリン流出範囲の変化を 

検証するシミュレーション結果の詳細(１／50・１／25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考６ 
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勾配1/25

流出

30秒 60秒

90秒 120秒

1.6m 2.2m

2.5m 2.9m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターンⅠ―４ 
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パターンⅡ―３ 

パターンⅡ―４ 
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パターンⅢ―３ 

パターンⅢ―４ 

2.3m

2.3m
2.3m

勾配1/50

流出

30秒 60秒

90秒 100秒

1.9m

勾配１／50 

1.5m

1.8m
1.1m

勾配1/25

流出

30秒

60秒 90秒

44秒

1.5m

勾配１／25 

勾配１／25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勾配１／50 
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パターンⅣ―３ 

パターンⅣ―４ 

ノズル出口から壁までの距離10cm

10秒

120秒 240秒

60秒

0.6m

2.6m

勾配1/50
流出

2.4m

1.5m0.5m

10秒 30秒

ノズル出口から壁までの距離10cm
0.5m

1.8m

勾配1/25流出

60秒 120秒

0.5m

0.8m

1.3m
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